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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオストリーム（１）の複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）のうちの現在の
ピクチャ（１０）の符号化表現（６０）を復号する方法であって、
　前記現在のピクチャ（１０）の符号化表現（６０）から、以前のピクチャの符号化表現
とは独立である複数の参照ピクチャ（４０、４２）を定義するバッファ記述を取得する工
程（Ｓ１）と、
　前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちの１つの参照ピクチャ（４２）を示すピ
クチャ識別子を、前記参照ピクチャ（４２）についてのバッファ記述から取得されたピク
チャ識別子情報と、前記バッファ記述内の、リスト順で前記参照ピクチャ（４２）に先行
する参照ピクチャ（４０）についてのバッファ記述から取得されたピクチャ識別子情報と
に基づいて決定する工程（Ｓ３）と、
　前記決定されたピクチャ識別子に基づいて、復号されたピクチャバッファ（２３０、３
５０）を更新する工程（Ｓ４）と、を有する
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記バッファ記述は、複数の参照ピクチャ（４０、４２）の少なくとも１つのリストを
定義し、
　前記ピクチャ識別子を決定する工程（Ｓ３）は、前記リストにおけるリスト順で最初の
参照ピクチャ（４０）を除く前記少なくとも１つのリストのうちの１つのリスト内の参照
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ピクチャ（４２）の各々について、前記参照ピクチャ（４２）についてのバッファ記述か
ら取得されたピクチャ識別子情報と、前記リスト順で前記参照ピクチャ（４２）に先行す
る１つの参照ピクチャ（４０）についてのバッファ記述から取得されたピクチャ識別子情
報に基づいて、前記参照ピクチャ（４２）を示すピクチャ識別子を決定する工程を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　最初の参照ピクチャ（４０）についてのバッファ記述から取得されたピクチャ識別子情
報及び前記現在のピクチャ（１０）のピクチャ識別子に基づいて、前記リスト順で前記最
初の参照ピクチャ（４０）を示すピクチャ識別子を決定する工程（Ｓ２）をさらに有する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記最初の参照ピクチャ（４０）を示すピクチャ識別子を決定する工程（Ｓ２）は、
　　前記バッファ記述から、前記現在のピクチャに対するデルタピクチャ識別子及び前記
最初の参照ピクチャ（４０）の符号識別子を取得する工程（Ｓ１０）と、
　　前記デルタピクチャ識別子、前記符号識別子、及び前記現在のピクチャのピクチャ識
別子に基づいて、前記最初の参照ピクチャを示すピクチャ識別子を算出する工程（Ｓ１１
）と、を有する
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記最初の参照ピクチャ（４０）を示すピクチャ識別子を算出する工程（Ｓ１１）は、
　　deltaPOC(0) = sign × absolute_delta_poc(0)（ここで、signは前記符号識別子に
より表される符号であり、absolute_delta_poc(0)は前記デルタピクチャ識別子である）
を算出する工程（Ｓ２０）と、
　　POC(0) = POC(currPic) + deltaPOC(0)（ここで、POC(0)は前記最初の参照ピクチャ
（４０）を示すピクチャ識別子であり、POC(currPic)は前記現在のピクチャ（１０）のピ
クチャ識別子である）を算出する工程（Ｓ２１）と、を有する
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記バッファ記述は、複数の参照ピクチャ（４０、４２）の少なくとも１つのリストを
定義し、
　前記ピクチャ識別子を決定する工程（Ｓ３）は、
　　前記リストの最初の参照ピクチャ（４０）を除く少なくとも１つのリストのうちの１
つのリスト内の参照ピクチャ（４２）番号ｉの各々について、前記リストのリスト順で前
記参照ピクチャに先行する参照ピクチャに対するデルタピクチャ識別子absolute_delta_p
oc(i)の各々を前記バッファ記述から取得する工程（Ｓ２２）と、
　　前記リストが昇順において前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）を定義する場合に
、deltaPOC(i) = deltaPOC(i-1) + absolute_delta_poc(i)を算出する、あるいは前記リ
ストが降順において前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）を定義する場合に、deltaPOC
(i) = deltaPOC(i-1) - absolute_delta_poc(i)を算出する工程（Ｓ２３）と、
　　前記参照ピクチャ番号ｉのピクチャ識別子POC(i)を、POC(i) = POC(currPic) + delt
aPOC(i)（ここで、POC(currPic)は前記現在のピクチャ（１０）のピクチャ識別子を示す
）を算出する工程（Ｓ２４）と、を有する
ことを特徴とする請求項３乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記バッファ記述情報を取得する工程（Ｓ１）は、前記ピクチャの符号化表現（６０）
から、参照ピクチャ（４０）の第１のリスト及び参照ピクチャ（４２）の第２のリストを
定義するバッファ記述を示すバッファ記述情報を取得する工程（Ｓ１）を有し、
　前記ピクチャ識別子を決定する工程（Ｓ３）は、
　　前記第１のリスト内の第１のリスト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャの各
々について、前記第１のリスト内の前記第１のリスト順で先行する参照ピクチャのピクチ
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ャ識別子の和と、前記参照ピクチャについてのバッファ記述から取得された、前記第１の
リスト内の前記第１のリスト順で先行する参照ピクチャに対する第１の符号付きデルタピ
クチャ識別子とに基づいて、前記ピクチャ識別子を算出する工程（Ｓ３２）と、
　　前記第２のリスト内の第２のリスト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャの各
々について、前記第２のリスト内の前記第２のリスト順で先行する参照ピクチャのピクチ
ャ識別子の和と、前記参照ピクチャについてのバッファ記述から取得された、前記第２の
リスト内の前記第２のリスト順で先行する参照ピクチャに対する第２の符号付きデルタピ
クチャ識別子とに基づいて、前記ピクチャ識別子を算出する工程（Ｓ３３）と、を有する
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記バッファ記述情報を取得する工程（Ｓ１）は、前記現在のピクチャの符号化表現（
６０）から、参照ピクチャ（４０）の第１のリスト及び参照ピクチャ（４２）の第２のリ
ストを定義するバッファ記述を示すバッファ記述情報を取得する工程（Ｓ１）を有し、
　前記ピクチャ識別子を決定する工程（Ｓ３）は、
　　前記第１のリスト内の第１のリスト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャの各
々について、前記第１のリスト内の前記第１のリスト順で先行する参照ピクチャのピクチ
ャ識別子と前記参照ピクチャについてのバッファ記述から取得された、前記第１のリスト
内の前記第１のリスト順で先行する参照ピクチャに対する第１の符号なしデルタピクチャ
識別子との差に基づいて前記ピクチャ識別子を算出する工程（Ｓ３２）と、
　　前記第２のリスト内の第２のリスト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャの各
々について、前記第２のリスト内の前記第２のリスト順で先行する参照ピクチャのピクチ
ャ識別子と前記参照ピクチャについてのバッファ記述から取得された、前記第２のリスト
内の前記第２のリスト順で先行する参照ピクチャに対する第２の符号なしデルタピクチャ
識別子との和に基づいて前記ピクチャ識別子を算出する工程（Ｓ３３）と、を有する
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ピクチャ識別子を算出する工程（Ｓ３２）は、前記第１のリスト内の前記第１のリ
スト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャ番号ｉの各々について、前記ピクチャ識
別子POCA(i)をPOCA(i) = POCA(i-1) - absolute_delta_pocA(i)（ここで、POCA(i-1)は前
記第１のリスト内の前記第１のリスト順で先行する最も近い参照ピクチャのピクチャ識別
子であり、absolute_delta_pocA(i)は前記参照ピクチャについてのバッファ記述から取得
された前記第１の符号なしデルタピクチャ識別子である）として算出する工程（Ｓ３２）
を有し、
　前記ピクチャ識別子を算出する工程（Ｓ３３）は、前記第２のリスト内の前記第２のリ
スト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャ番号ｉの各々について、前記ピクチャ識
別子POCB(i)をPOCB(i) = POCB(i-1) + absolute_delta_pocB(i)（ここで、POCB(i-1)は前
記第２のリスト内の前記第２のリスト順で先行する最も近い参照ピクチャのピクチャ識別
子であり、absolute_delta_pocB(i)は前記参照ピクチャについてのバッファ記述から取得
された前記第２の符号なしデルタピクチャ識別子である）として算出する工程（Ｓ３３）
を有する
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記現在のピクチャ（１０）のピクチャ識別子と前記第１のリスト内の最初の参照ピク
チャについてのバッファ記述から取得された、前記現在のピクチャに対する第１のデルタ
ピクチャ識別子との差に基づいて、前記第１のリスト内の最初の参照ピクチャを示すピク
チャ識別子を算出する工程（Ｓ３０）と、
　前記現在のピクチャ（１０）のピクチャ識別子と前記第２のリスト内の最初の参照ピク
チャについてのバッファ記述から取得された、前記現在のピクチャに対する第２のデルタ
ピクチャ識別子との和に基づいて、前記第２のリスト内の最初の参照ピクチャを示すピク
チャ識別子を算出する工程（Ｓ３１）と、をさらに有する
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ことを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　ビデオストリーム（１）の複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）のうちの現在の
ピクチャ（１０）の符号化表現（６０）を復号する復号器（１００）であって、
　前記現在のピクチャ（１０）の符号化表現（６０）から、以前のピクチャの符号化表現
とは独立である複数の参照ピクチャ（４０、４２）を定義するバッファ記述を取得するデ
ータ取得器（１１０）と、
　前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちの１つの参照ピクチャ（４２）を示すピ
クチャ識別子を、前記参照ピクチャ（４２）についてのバッファ記述から前記データ取得
器（１１０）により取得されたピクチャ識別子情報と、前記バッファ記述内の、リスト順
で前記参照ピクチャ（４２）に先行する参照ピクチャ（４０）についてのバッファ記述か
ら前記データ取得器（１１０）により取得されたピクチャ識別情報とに基づいて決定する
ピクチャ識別子決定器（１２０）と、
　前記決定されたピクチャ識別子に基づいて、復号されたピクチャバッファ（２３０、３
５０）を更新するバッファマネージャ（１３０）と、を有する
ことを特徴とする復号器。
【請求項１２】
　前記バッファ記述は、複数の参照ピクチャ（４０、４２）の少なくとも１つのリストを
定義し、
　前記ピクチャ識別子決定器（１２０）は、前記リストにおけるリスト順で最初の参照ピ
クチャ（４０）を除く前記少なくとも１つのリストのうちの１つのリスト内の参照ピクチ
ャ（４２）の各々について、前記参照ピクチャ（４２）についてのバッファ記述から前記
データ取得器（１１０）により取得されたピクチャ識別子情報と、前記リスト順で前記参
照ピクチャ（４０）に先行する１つの参照ピクチャ（４０）についてのバッファ記述から
前記データ取得器（１１０）により取得されたピクチャ識別子情報に基づいて、前記参照
ピクチャ（４２）を示すピクチャ識別子を決定する
ことを特徴とする請求項１１に記載の復号器。
【請求項１３】
　前記ピクチャ識別子決定器（１２０）は、最初の参照ピクチャ（４０）についてのバッ
ファ記述から前記データ取得器（１１０）により取得されたピクチャ識別子情報及び前記
現在のピクチャ（１０）のピクチャ識別子に基づいて、前記リスト順で前記最初の参照ピ
クチャ（４０）を示すピクチャ識別子を決定することを特徴とする請求項１１または１２
に記載の復号器。
【請求項１４】
　前記データ取得器（１１０）は、前記バッファ記述から、前記現在のピクチャに対する
デルタピクチャ識別子及び前記最初の参照ピクチャ（４０）の符号識別子を取得し、
　前記ピクチャ識別子決定器（１２０）は、前記デルタピクチャ識別子、前記符号識別子
、及び前記現在のピクチャ（１０）のピクチャ識別子に基づいて、前記最初の参照ピクチ
ャ（４０）を示すピクチャ識別子を算出する
ことを特徴とする請求項１３に記載の復号器。
【請求項１５】
　前記ピクチャ識別子決定器（１２０）は、
　　deltaPOC(0) = sign × absolute_delta_poc(0)（ここで、signは前記符号識別子に
より表される符号であり、absolute_delta_poc(0)は前記デルタピクチャ識別子である）
を算出するデルタ算出器（１２２）と、
　　POC(0) = POC(currPic) + deltaPOC(0)（ここで、POC(0)は前記最初の参照ピクチャ
（４０）を示すピクチャ識別子であり、POC(currPic)は前記現在のピクチャ（１０）のピ
クチャ識別子である）を算出する識別子算出器（１２４）と、を有する
ことを特徴とする請求項１４に記載の復号器。
【請求項１６】
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　前記バッファ記述は、複数の参照ピクチャ（４０、４２）の少なくとも１つのリストを
定義し、
　前記データ取得器（１１０）は、前記リストの最初の参照ピクチャ（４０）を除く少な
くとも１つのリストのうちの１つのリスト内の参照ピクチャ番号（４２）ｉの各々につい
て、前記リストのリスト順で前記参照ピクチャに先行する参照ピクチャに対するデルタピ
クチャ識別子absolute_delta_poc(i)の各々を前記バッファ記述から取得し、
　前記ピクチャ識別子決定器（１２０）は、
　　前記リストが昇順において前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）を定義する場合に
、deltaPOC(i) = deltaPOC(i-1) + absolute_delta_poc(i)を算出する、あるいは前記リ
ストが降順において前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）を定義する場合に、deltaPOC
(i) = deltaPOC(i-1) - absolute_delta_poc(i)を算出するデルタ算出器（１２２）と、
　　前記参照ピクチャ（４２）番号ｉのピクチャ識別子POC(i)を、POC(i) = POC(currPic
) + deltaPOC(i)（ここで、POC(currPic)は前記現在のピクチャ（１０）のピクチャ識別
子を示す）を算出する識別子算出器（１２４）と、を有する
ことを特徴とする請求項１３乃至１５のいずれか１項に記載の復号器。
【請求項１７】
　前記データ取得器（１１０）は、前記ピクチャの符号化表現（６０）から、参照ピクチ
ャ（４０）の第１のリスト及び参照ピクチャ（４２）の第２のリストを定義するバッファ
記述を示すバッファ記述情報を取得し、
　前記ピクチャ識別子決定器（１２０）は、
　　前記第１のリスト内の第１のリスト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャの各
々について、前記第１のリスト内の前記第１のリスト順で先行する参照ピクチャのピクチ
ャ識別子の和と、前記参照ピクチャについてのバッファ記述から前記データ取得器（１１
０）により取得された、前記第１のリスト内の前記第１のリスト順で先行する参照ピクチ
ャに対する第１の符号付きデルタピクチャ識別子とに基づいて、前記ピクチャ識別子を算
出する第１の識別子算出器（１２６）と、
　　前記第２のリスト内の第２のリスト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャの各
々について、前記第２のリスト内の前記第２のリスト順で先行する参照ピクチャのピクチ
ャ識別子の和と、前記参照ピクチャについてのバッファ記述から前記データ取得器（１１
０）により取得された、前記第２のリスト内の前記第２のリスト順で先行する参照ピクチ
ャに対する第２の符号付きデルタピクチャ識別子とに基づいて、前記ピクチャ識別子を算
出する第２の識別子算出器（１２８）と、を有する
ことを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれか１項に記載の復号器。
【請求項１８】
　前記データ取得器（１１０）は、前記現在のピクチャの符号化表現（６０）から、参照
ピクチャ（４０）の第１のリスト及び参照ピクチャ（４２）の第２のリストを定義するバ
ッファ記述を示すバッファ記述情報を取得し、
　前記ピクチャ識別子決定器（１２０）は、
　　前記第１のリスト内の第１のリスト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャの各
々について、前記第１のリスト内の前記第１のリスト順で先行する参照ピクチャのピクチ
ャ識別子と前記参照ピクチャについてのバッファ記述から前記データ取得器（１１０）に
より取得された、前記第１のリスト内の前記第１のリスト順で先行する参照ピクチャに対
する第１の符号なしデルタピクチャ識別子との差に基づいて前記ピクチャ識別子を算出す
る第１の識別子算出器（１２６）と、
　　前記第２のリスト内の第２のリスト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャの各
々について、前記第２のリスト内の前記第２のリスト順で先行する参照ピクチャのピクチ
ャ識別子と前記参照ピクチャについてのバッファ記述から前記データ取得器（１１０）に
より取得された、前記第２のリスト内の前記第２のリスト順で先行する参照ピクチャに対
する第２の符号なしデルタピクチャ識別子との和に基づいて前記ピクチャ識別子を算出す
る第２の識別子算出器（１２８）と、を有する
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ことを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれか１項に記載の復号器。
【請求項１９】
　前記第１の識別子算出器（１２６）は、前記第１のリスト内の前記第１のリスト順で最
初の参照ピクチャを除く参照ピクチャ番号ｉの各々について、前記ピクチャ識別子POCA(i
)をPOCA(i) = POCA(i-1) - absolute_delta_pocA(i)（ここで、POCA(i-1)は前記第１のリ
スト内の前記第１のリスト順で先行する最も近い参照ピクチャのピクチャ識別子であり、
absolute_delta_pocA(i)は前記参照ピクチャについての前記バッファ記述から取得された
前記第１の符号なしデルタピクチャ識別子である）として算出し、
　前記第２の識別子算出器（１２８）は、前記第２のリスト内の前記第２のリスト順で最
初の参照ピクチャを除く参照ピクチャ番号ｉの各々について、前記ピクチャ識別子POCB(i
)をPOCB(i) = POCB(i-1) + absolute_delta_pocB(i)（ここで、POCB(i-1)は前記第２のリ
スト内の前記第２のリスト順で先行する最も近い参照ピクチャのピクチャ識別子であり、
absolute_delta_pocB(i)は前記参照ピクチャについてのバッファ記述から取得された前記
第２の符号なしデルタピクチャ識別子である）として算出する
ことを特徴とする請求項１８に記載の復号器。
【請求項２０】
　前記第１の識別子算出器（１２６）は、前記現在のピクチャ（１０）のピクチャ識別子
と前記第１のリスト内の最初の参照ピクチャについてのバッファ記述から前記データ取得
器（１１０）により取得された、前記現在のピクチャに対する第１のデルタピクチャ識別
子とに基づいて、前記第１のリスト内の最初の参照ピクチャを示すピクチャ識別子を算出
し、
　前記第２の識別子算出器（１２８）は、前記現在のピクチャ（１０）のピクチャ識別子
と前記第２のリスト内の最初の参照ピクチャについてのバッファ記述から前記データ取得
器（１１０）により取得された、前記現在のピクチャに対する第２のデルタピクチャ識別
子とに基づいて、前記第２のリスト内の最初の参照ピクチャを示すピクチャ識別子を算出
する
ことを特徴とする請求項１７乃至１９のいずれか１項に記載の復号器。
【請求項２１】
　ビデオストリーム（１）の複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）の符号化表現（
６０）を取得する入力部（２１０）と、
　前記複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）の符号化表現（６０）を復号する、請
求項１１乃至２０のいずれか１項に記載の復号器（１００）と、
　前記ビデオストリーム（１）の復号されたピクチャを出力する出力部（２２０）と、を
有する
ことを特徴とする受信機（２００）。
【請求項２２】
　ビデオストリーム（１）の複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）の符号化表現（
６０）を受信する入力部（３１０）と、
　メモリ（３４０）に格納されたコンピュータプログラムのコード手段を処理するプロセ
ッサ（３３０）であって、前記コード手段が該プロセッサ（３３０）において実行された
場合に、
　　前記現在のピクチャ（１０）の符号化表現（６０）から、以前のピクチャの符号化表
現とは独立である複数の参照ピクチャ（４０、４２）を定義するバッファ記述を取得し、
　　前記参照ピクチャ（４２）についてのバッファ記述から取得されたピクチャ識別子情
報と、前記バッファ記述内の、リスト順で前記参照ピクチャ（４２）に先行する参照ピク
チャ（４０）についてのバッファ記述から取得されたピクチャ識別子情報とに基づいて、
前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちの１つの参照ピクチャ（４２）を示すピク
チャ識別子を決定し、
　　前記決定されたピクチャ識別子に基づいて、復号されたピクチャバッファ（２３０、
３５０）を更新するプロセッサ（３３０）と、
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　前記ビデオストリーム（１）の復号されたピクチャを出力する出力部（３２０）と、を
有する
ことを特徴とする復号器（３００）。
【請求項２３】
　ビデオストリーム（１）の複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）のうちの現在の
のピクチャ（１０）を符号化する方法であって、
　前記現在のピクチャ（１０）について、前記複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０
）の複数の参照ピクチャ（４０、４２）を符号化参照として決定する工程（Ｓ５０）と、
　前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちの参照ピクチャ（４０、４２）の各々に
ついて、前記参照ピクチャ（４０、４２）を示すピクチャ識別子を提供する工程（Ｓ５１
）と、
　リスト順で最初の参照ピクチャ（４０）を除く前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）
の少なくとも一部の参照ピクチャ（４２）の各々について、前記参照ピクチャ（４２）を
示すピクチャ識別子と、前記リスト順で先行する参照ピクチャ（４０）を示すピクチャ識
別子とに基づいてピクチャ識別子情報を決定する工程（Ｓ５３）と、
　前記ピクチャ識別子情報に基づいて、前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）を定義す
るバッファ記述を生成する工程（Ｓ５４）と、
　前記現在のピクチャ（１０）の符号化表現（６０）に前記バッファ記述を挿入する工程
（Ｓ４５）と、を有する
ことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　前記最初のピクチャ（４０）を示すピクチャ識別子と前記現在のピクチャ（１０）のピ
クチャ識別子とに基づいて、前記リスト順で最初の参照ピクチャ（４０）についてのピク
チャ識別子情報を決定する工程（Ｓ５２）をさらに有することを特徴とする請求項２３に
記載の方法。
【請求項２５】
　前記ピクチャ識別子情報を決定する工程（Ｓ５２）は、
　　前記最初の参照ピクチャ（４０）を示すピクチャ識別子と前記現在のピクチャ（１０
）のピクチャ識別子との差に基づいて、デルタ値を算出する工程（Ｓ６０）と、
　　前記デルタ値の絶対値に基づいて、デルタピクチャ識別子を決定する工程（Ｓ６１）
と、
　　前記デルタ値の符号に基づいて、符号識別子を決定する工程（Ｓ６２）と、を有し、
　前記ピクチャ識別子情報は、前記デルタピクチャ識別子と前記符号識別子を含む
ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ピクチャ識別子情報を決定する工程（Ｓ５３）は、
　　前記最初の参照ピクチャ（４０）を除く前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）の少
なくとも一部の参照ピクチャ（４２）の各々について、前記参照ピクチャ（４２）を示す
ピクチャ識別子と前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちの前記リスト順で先行す
る参照ピクチャ（４０）を示すピクチャ識別子との差に基づいて、デルタ値を算出する工
程（Ｓ６３）と、
　　前記最初の参照ピクチャ（４０）を除く前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のう
ちの参照ピクチャの各々について、ｉ）前記デルタ値と前記複数の参照ピクチャ（４０、
４２）のうちの前記リスト順で先行する参照ピクチャ（４０）について決定されたデルタ
ピクチャ識別子との差、あるいはｉｉ）前記デルタ値と前記複数の参照ピクチャ（４０、
４２）のうちの前記リスト順で先行する参照ピクチャ（４０）について決定された前記デ
ルタピクチャ識別子との和に基づいて、デルタピクチャ識別子を決定する工程（Ｓ６４）
と、を有し、
　前記ピクチャ識別子情報は、前記デルタピクチャ識別子を含む
ことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
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【請求項２７】
　前記ピクチャ識別子を提供する工程（Ｓ５１）は、
　　前記リスト順で前記現在のピクチャ（１０）に先行する、前記複数の参照ピクチャ（
４０、４２）のうちのいずれかの参照ピクチャ（４０）を示すピクチャ識別子の第１のリ
ストを提供する工程（Ｓ７０）と、
　　前記リスト順で前記現在のピクチャ（１０）に後続する、前記複数の参照ピクチャ（
４０、４２）のうちのいずれかの参照ピクチャ（４２）を示すピクチャ識別子の第２のリ
ストを提供する工程（Ｓ７１）と、を有する
ことを特徴とする請求項２３または２４に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ピクチャ識別子情報を決定する工程（Ｓ５３）は、
　　前記第１のリスト内の第１のリスト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャの各
々について、前記第１のリスト内の前記第１のリスト順で先行する参照ピクチャのピクチ
ャ識別子と前記参照ピクチャを示すピクチャ識別子との差に基づいて、第１のデルタピク
チャ識別子を決定する工程（Ｓ７４）と、
　　前記リスト内の第２のリスト順で最初の参照ピクチャを除く前記第２のリスト内の参
照ピクチャの各々について、前記参照ピクチャを示すピクチャ識別子と前記第２のリスト
内の前記第２のリスト順で先行する参照ピクチャを示すピクチャ識別子との差に基づいて
、第２のデルタピクチャ識別子を決定する工程（Ｓ７５）と、を有し、
　前記ピクチャ識別子情報は、前記第１のデルタピクチャ識別子及び前記第２のデルタピ
クチャ識別子を含む
ことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記現在のピクチャ（１０）のピクチャ識別子と前記第１のリスト内の最初の参照ピク
チャのピクチャ識別子との差に基づいて、前記第１のリスト内の最初の参照ピクチャにつ
いての第１のデルタピクチャ識別子を決定する工程（Ｓ７２）と、
　前記第２のリスト内の最初の参照ピクチャのピクチャ識別子と前記現在のピクチャ（１
０）のピクチャ識別子との差に基づいて、前記第２のリスト内の最初の参照ピクチャにつ
いての第２のデルタピクチャ識別子を決定する工程（Ｓ７３）と、をさらに有する
ことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　ビデオストリーム（１）の複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）のうちの現在の
ピクチャ（１０）を符号化する符号化器（４００）であって、
　前記現在のピクチャ（１０）について、前記複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０
）のうちの複数の参照ピクチャ（４０、４２）を符号化参照として決定する参照ピクチャ
決定器（４１０）と、
　前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちの参照ピクチャ（４０、４２）の各々に
ついて、前記参照ピクチャ（４０、４２）を示すピクチャ識別子を提供するピクチャ識別
子提供器（４２０）と、
　リスト順で最初の参照ピクチャ（４０）を除く前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）
のうちの少なくとも一部の参照ピクチャ（４２）の各々について、前記参照ピクチャ（４
２）を示すピクチャ識別子と、前記リスト順で先行する参照ピクチャ（４０）を示すピク
チャ識別子とに基づいてピクチャ識別子情報を決定する情報決定器（４３０）と、
　前記ピクチャ識別子情報に基づいて、前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）を定義す
るバッファ記述を生成するバッファ記述情報生成器（４４０）と、
　前記現在のピクチャ（１０）の符号化表現（６０）に前記バッファ記述を挿入するデー
タ挿入器（４５０）と、を有する
ことを特徴とする符号化器。
【請求項３１】
　前記情報決定器（４３０）は、前記最初のピクチャ（４０）を示すピクチャ識別子と前
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記現在のピクチャ（１０）のピクチャ識別子とに基づいて、前記リスト順で最初の参照ピ
クチャ（４０）についてのピクチャ識別子情報を決定することを特徴とする請求項３０に
記載の符号化器。
【請求項３２】
　前記情報決定器（４３０）は、
　　前記最初の参照ピクチャ（４０）を示すピクチャ識別子と前記現在のピクチャ（１０
）のピクチャ識別子との差に基づいて、デルタ値を算出するデルタ算出器（４３２）と、
　　前記デルタ値の絶対値に基づいて、デルタピクチャ識別子を決定するデルタ識別子決
定器（４３４）と、
　　前記デルタ値の符号に基づいて、符号識別子を決定する符号識別子決定器（４３６）
と、を有し、
　前記ピクチャ識別子情報は、前記デルタピクチャ識別子と前記符号識別子を含む
ことを特徴とする請求項３１に記載の符号化器。
【請求項３３】
　前記デルタ算出器（４３２）は、前記最初の参照ピクチャ（４０）を除く前記複数の参
照ピクチャ（４０、４２）のうちの少なくとも一部の参照ピクチャ（４２）の各々につい
て、前記参照ピクチャ（４２）を示すピクチャ識別子と前記複数の参照ピクチャ（４０、
４２）のうちの前記リスト順で先行する参照ピクチャ（４０）を示すピクチャ識別子との
差に基づいて、デルタ値を算出し、
　前記デルタ識別子決定器（４３４）は、前記最初の参照ピクチャ（４０）を除く前記複
数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちの参照ピクチャの各々について、ｉ）前記デルタ
値と前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちの前記リスト順で先行する参照ピクチ
ャ（４０）について決定されたデルタピクチャ識別子との差、あるいはｉｉ）前記デルタ
値と前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちの前記リスト順で先行する参照ピクチ
ャ（４０）について決定された前記デルタピクチャ識別子との和に基づいて、デルタピク
チャ識別子を決定し、
　前記ピクチャ識別子情報は、前記デルタピクチャ識別子を含む
ことを特徴とする請求項３２に記載の符号化器。
【請求項３４】
　前記ピクチャ識別子提供器（４２０）は、ｉ）前記リスト順で前記現在のピクチャ（１
０）に先行する、前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちのいずれかの参照ピクチ
ャ（４０）を示すピクチャ識別子の第１のリストを提供し、ｉｉ）前記リスト順で前記現
在のピクチャ（１０）に後続する、前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちのいず
れかの参照ピクチャ（４２）を示すピクチャ識別子の第２のリストを提供する
ことを特徴とする請求項３０または３１に記載の符号化器。
【請求項３５】
　前記情報決定器（４３０）は、ｉ）前記第１のリスト内の第１のリスト順で最初の参照
ピクチャを除く参照ピクチャの各々について、前記第１のリスト内の前記第１のリスト順
で先行する参照ピクチャのピクチャ識別子と前記参照ピクチャを示すピクチャ識別子との
差に基づいて、第１のデルタピクチャ識別子を決定し、ｉｉ）前記第２のリスト内の第２
のリスト順で最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャの各々について、前記参照ピクチャ
を示すピクチャ識別子と前記第２のリスト内の前記第２のリスト順で先行する参照ピクチ
ャを示すピクチャ識別子との差に基づいて、第２のデルタピクチャ識別子を決定するデル
タ識別子決定器（４３４）を有し、
　前記ピクチャ識別子情報は、前記第１のデルタピクチャ識別子及び前記第２のデルタピ
クチャ識別子を含む
ことを特徴とする請求項３４に記載の符号化器。
【請求項３６】
　前記デルタ識別子決定器（４３０）は、ｉ）前記現在のピクチャ（１０）のピクチャ識
別子と前記第１のリスト内の最初の参照ピクチャのピクチャ識別子との差に基づいて、前
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記第１のリスト内の最初の参照ピクチャについての第１のデルタピクチャ識別子を決定し
、ｉｉ）前記第２のリスト内の最初の参照ピクチャのピクチャ識別子と前記現在のピクチ
ャ（１０）のピクチャ識別子との差に基づいて、前記第２のリスト内の最初の参照ピクチ
ャについての第２のデルタピクチャ識別子を決定することを特徴とする請求項３５に記載
の符号化器。
【請求項３７】
　ビデオストリーム（１）の複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）を受信する入力
部（５１０）と、
　前記複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）を符号化し、前記複数のピクチャ（１
０、４０、４２、５０）の符号化表現（６０）の各々を生成する、請求項３０乃至３６の
いずれか１項に記載の符号化器（４００）と、
　前記複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）の符号化表現の各々を出力する出力部
（５２０）と、を有する
ことを特徴とする送信機（５００）。
【請求項３８】
　ビデオストリーム（１）の複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）を受信する入力
部（６１０）と、
　メモリ（６４０）に格納されたコンピュータプログラムのコード手段を処理するプロセ
ッサ（３３０）であって、前記コード手段が該プロセッサ（３３０）において実行された
場合に、
　　複数のピクチャのうちの前記現在のピクチャ（１０）について、前記複数のピクチャ
（１０、４０、４２、５０）のうちの複数の参照ピクチャ（４０、４２）を符号化参照と
して決定し、
　　前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）のうちの参照ピクチャ（４０、４２）の各々
について、前記参照ピクチャ（４０、４２）を示すピクチャ識別子を提供し、
　　リスト順で最初の参照ピクチャ（４０）を除く前記複数の参照ピクチャ（４０、４２
）の参照ピクチャ（４２）の各々について、前記参照ピクチャ（４２）を示すピクチャ識
別子と前記リスト順で先行する参照ピクチャ（４０）を示すピクチャ識別子とに基づいて
、ピクチャ識別子情報を決定し、
　　前記ピクチャ識別子情報に基づいて、前記複数の参照ピクチャ（４０、４２）を定義
するバッファ記述を生成し、
　　前記現在のピクチャ（１０）の符号化表現（６０）に前記バッファ記述情報を挿入す
るプロセッサ（３３０）と、
　前記複数のピクチャ（１０、４０、４２、５０）の符号化表現（６０）を出力する出力
部（６２０）と、を有する
ことを特徴とする符号化器（６００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、概してビデオの符号化及び復号に関連した参照ピクチャ管理に関
し、特に参照ピクチャ信号伝送及びバッファ管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＰＥＧ－４（Moving Picture Experts Group-4）高度映像符号化（ＡＶＣ：Advanced
 Video Coding）とも呼ばれるＨ．２６４は、最先端の映像符号化基準である。Ｈ．２６
４は、時間及び空間予測を利用するブロックベースのハイブリッド映像符号化方式で構成
される。
【０００３】
　高効率映像符号化（ＨＥＶＣ：High Efficiency Video Coding）は、映像符号化共同研
究部会（ＪＣＴ－ＶＣ：Joint Collaborative Team-Video Coding）において現在開発さ
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－電気通信標準化部門（ＩＴＵ－Ｔ：International Telecommunication Union Telecomm
unication standardization sector）との共同プロジェクトである。現在、大きなマクロ
ブロック（最大符号化単位はＬＣＵと省略される）及び複数の他の新しいツールを含むた
めに、Ｈ．２６４／ＡＶＣよりかなり効率的なワーキングドラフト（ＷＤ：Working Draf
t）が規定されている。
【０００４】
　受信機において、復号器は、ピクチャ、即ち圧縮データのビデオデータパケットを示す
ビットストリームを受信する。圧縮データは、ペイロード及び制御情報を含む。制御情報
は、参照ピクチャバッファとも呼ばれる復号ピクチャバッファ（ＤＰＢ：decoded pictur
e buffer）に参照ピクチャが格納されるべきであるという情報等を含む。該情報は、以前
に受信したピクチャについての相対的な参照である。さらに復号器は、受信したビットス
トリームを復号し、復号ピクチャを表示する。また、復号ピクチャは、制御情報に従って
復号ピクチャバッファに格納される。復号器は、後続のピクチャを復号する際に格納され
たこれらの参照ピクチャを使用する。
【０００５】
　ＨＥＶＣのワーキングドラフトにおける復号ピクチャバッファ操作の処理についての作
業仮定は、それらが大部分はＨ．２６４／ＡＶＣから継承されることである。方式がＨ．
２６４／ＡＶＣで設計された時の方式の簡略化されたフローチャートを図１に示す。
【０００６】
　ピクチャを実際に復号する前に、スライスヘッダにおけるframe_numは、シーケンスパ
ラメータセット（ＳＰＳ：Sequence Parameter Set）構文要素gaps_in_frame_num_value_
allowed_flagが１の場合にframe_numの起こり得る欠落を検出するように構文解析される
。frame_numは復号順序を示す。frame_numの欠落が検出される場合、「存在していない」
フレームが作成されて、復号ピクチャバッファに挿入される。
【０００７】
　frame_numに欠落があったか否かに関係なく、次の工程は現在のピクチャを実際に復号
することである。ピクチャのスライスヘッダがメモリ管理制御動作（ＭＭＣＯ：Memory M
anagement Control Operations）コマンドを含む場合、復号ピクチャバッファに格納され
るピクチャについての相対的な参照を取得するためにピクチャを復号した後に適応メモリ
制御処理が適用され、ピクチャのスライスヘッダがＭＭＣＯコマンドを含まない場合、復
号ピクチャバッファに格納されるピクチャについての相対的な参照を取得するためにスラ
イドウィンドウ処理が適用される。最終工程として、ピクチャを正確な順序で配信するた
めに「バンプ」処理が適用される。
【０００８】
　Ｈ．２６４／ＡＶＣに関する問題は、以下の表１において開示されるようなタイプ２、
３、４、５又は６のＭＭＣＯを含むピクチャの損失についての脆弱性である。
【０００９】
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【表１】

　Ｈ．２６４／ＡＶＣに係るメモリ管理制御動作値
【００１０】
　ＭＭＣＯを含まないピクチャ又はタイプ０又は１のＭＭＣＯを含むピクチャの損失は、
当然、復号処理にとって深刻である。損失ピクチャの画素値は使用可能にはならないため
、正確でないインター予測のために長期間にわたり将来のピクチャに影響を及ぼすだろう
。例えばある短期参照ピクチャを「参照に使用しない」ものとしてマーク付けしない場合
に、後続するピクチャの参照ピクチャリストに含まれる短期参照ピクチャを「参照に使用
しない」ものとしてマーク付けしたＭＭＣＯを損失ピクチャが含んでいた場合、損失ピク
チャに後続する少数のピクチャについての参照ピクチャリストが間違っている危険性もあ
る。しかしながら、復号処理は、一般的には、条件付きのイントラブロック、イントラス
ライスを使用して、あるいは他の手段によりこのような損失を回復できる。
【００１１】
　しかしながら、タイプ２、３、４、５又は６のＭＭＣＯを含むピクチャが損失される場
合、ＤＰＢにおける長期ピクチャの数がピクチャが受信された場合のものとは異なる危険
性があり、その結果、全ての後続のピクチャに対して「正確でない」スライドウィンドウ
処理が行わる。即ち、符号化器及び復号器が異なる数の短期ピクチャを含む結果、スライ
ドウィンドウ処理の非同期の挙動が生じる。条件付きのイントラブロック、イントラスラ
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イス又は同様の技術を使用しても該損失を回復できない（オープンピクチャ群（ＧＯＰ：
Group Of Picture）イントラピクチャ）でさえ回復できない）。このような損失からの回
復を保証する唯一の方法は、瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ：Instantaneous Decoder Re
fresh）ピクチャ又は損失ＭＭＣＯの影響を相殺するＭＭＣＯを介することである。状況
をさらに悪化させているのは、スライドウィンドウ処理が同期していないために、問題を
符号化器に報告できないこと、あるいはフィードバックチャネルが使用可能である適応例
においてでさえＩＤＲピクチャを要求できないことを復号器が必ずしも認識していないこ
とである。
【００１２】
　重要なＭＭＣＯ情報を損失する危険性を低下させる１つの方法は、dec_ref_pic_markin
g_repetition付加拡張情報（ＳＥＩ：Supplementary Enhancement Information）メッセ
ージを使用することである。しかしながら、符号化器は、復号器がdec_ref_pic_marking_
repetition SEIメッセージを利用できるかが分からない。また、dec_ref_pic_marking_re
petition SEIメッセージも失われる危険性がある。
【００１３】
　従って、従来技術の解決策の欠点及び制限による影響を受けない効率的な参照ピクチャ
信号伝送及びバッファ管理が必要である。
【発明の概要】
【００１４】
　ビデオの符号化及び復号に関連する、効率的な参照ピクチャの信号伝送及びバッファ管
理を提供することが全体的な目標である。
【００１５】
　このこと及び他の目標は、本明細書に記載された実施形態により満たされる。
【００１６】
　実施形態の一態様は、ビデオストリームの複数のピクチャのうちの１つのピクチャの符
号化表現を復号する方法に関する。方法は、ピクチャの符号化表現から、複数の参照ピク
チャを定義するバッファ記述を示すバッファ記述情報を取得する工程を有する。複数の参
照ピクチャのうちの１つの参照ピクチャを示すピクチャ識別子が、参照ピクチャのバッフ
ァ記述から取得されたピクチャ識別子情報と、バッファ記述内の、リスト順で参照ピクチ
ャに先行するいずれかの参照ピクチャのバッファ記述から取得されたピクチャ識別子情報
とに基づいて決定される。符号化されたピクチャバッファはこれにより、決定されたピク
チャ識別子に基づいて更新される。
【００１７】
　実施形態の関連する態様は、ビデオストリームの複数のピクチャのうちの１つのピクチ
ャの符号化表現を復号する復号器を規定する。復号器は、ピクチャの符号化表現から、複
数の参照ピクチャを定義するバッファ記述を示すバッファ記述情報を取得するデータ取得
器を有する。ピクチャ識別子決定器は、参照ピクチャのバッファ記述からデータ取得器に
より取得されたピクチャ識別子情報と、バッファ記述内の、リスト順で参照ピクチャに先
行する参照ピクチャのバッファ記述からデータ取得器により取得されたピクチャ識別情報
とに基づいて、複数の参照ピクチャのうちの１つの参照ピクチャを示すピクチャ識別子を
決定する。また、復号器は、ピクチャ識別子に基づいて、復号されたピクチャバッファを
更新するバッファマネージャを有する。
【００１８】
　実施形態の他の関連する態様は、ビデオストリームの複数のピクチャの符号化表現を受
信する入力部を有する復号器を規定する。また復号器は、メモリに格納されたコンピュー
タプログラムのコード手段を処理するプロセッサを有する。コード手段は、該プロセッサ
において実行された場合に、プロセッサにピクチャの符号化表現から複数の参照ピクチャ
を定義するバッファ記述を示すバッファ記述情報を取得させる。またプロセッサは、参照
ピクチャについてのバッファ記述から取得されたピクチャ識別子情報と、バッファ記述内
の、リスト順で参照ピクチャに先行する参照ピクチャについてのバッファ記述から取得さ
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れたピクチャ識別子情報とに基づいて、複数の参照ピクチャのうちの１つの参照ピクチャ
を示すピクチャ識別子を決定させられる。さらにプロセッサは、ピクチャ識別子に基づい
て、復号されたピクチャバッファを更新させられる。復号器の出力部は、ビデオストリー
ムの復号されたピクチャを出力する。
【００１９】
　実施形態の他の態様は、ビデオストリームの複数のピクチャのうちの１つのピクチャを
符号化する方法に関する。方法は、ピクチャについて、複数のピクチャのうちの複数の参
照ピクチャを、ビデオストリームの該ピクチャ及び／または後続のピクチャの符号化参照
として決定する工程を有する。または方法は、複数の参照ピクチャのうちの参照ピクチャ
の各々について、参照ピクチャを示すピクチャ識別子を提供する工程を有する。ピクチャ
識別子情報は、リスト順で最初の参照ピクチャを除く複数の参照ピクチャの少なくとも一
部の参照ピクチャの各々について決定される。ピクチャ識別子情報は、参照ピクチャを示
すピクチャ識別子と、リスト順で先行する参照ピクチャを示すピクチャ識別子とに基づい
て決定される。複数の参照ピクチャを定義するバッファ記述を示すバッファ記述情報が生
成される。該バッファ記述情報は、ピクチャの符号化表現に挿入される。
【００２０】
　実施形態の関連する態様は、ビデオストリームの複数のピクチャのうちの１つのピクチ
ャを符号化する符号化器を規定する。符号化器は、ピクチャについて、ビデオストリーム
の複数の参照ピクチャを、ビデオストリームのピクチャ及び／または後続のいずれかのピ
クチャについての符号化参照として決定する参照ピクチャ決定器を有する。また符号化器
は、参照ピクチャの各々について、参照ピクチャを示すピクチャ識別子を提供するピクチ
ャ識別子提供器を有する。情報決定器は、リスト順で最初の参照ピクチャを除く複数の参
照ピクチャのうちの少なくとも一部の参照ピクチャの各々について、ピクチャ識別子情報
を生成する。ピクチャ識別子情報は、参照ピクチャを示すピクチャ識別子と、リスト順で
先行する参照ピクチャを示すピクチャ識別子とに基づいて決定される。また符号化器は、
ピクチャ識別子情報に基づいて、複数の参照ピクチャを定義するバッファ記述を示すバッ
ファ記述情報を生成するバッファ記述情報生成器を有する。符号化器のデータ挿入器は、
ピクチャの符号化表現にバッファ記述を挿入する。
【００２１】
　実施形態の他の関連する態様は、ビデオストリームの複数のピクチャを受信する入力部
と、メモリに格納されたコンピュータプログラムのコード手段を処理するプロセッサを有
する符号化器を規定する。、コード手段は、該プロセッサにおいて実行された場合に、ビ
デオストリームのピクチャについて、該ビデオストリームの複数の参照ピクチャを、ビデ
オストリームの該ピクチャ及び／または後続のいずれかのピクチャについての符号化参照
としてプロセッサに決定させる。またプロセッサは、複数の参照ピクチャのうちの参照ピ
クチャの各々について、参照ピクチャを示すピクチャ識別子を提供させられ、少なくとも
１つのピクチャ識別子に基づいてバッファ記述情報を生成させられる。さらにコード手段
はプロセッサに、リスト順で最初の参照ピクチャを除く複数の参照ピクチャの参照ピクチ
ャの各々について、ピクチャ識別子情報を決定させる。ピクチャ識別子情報は、参照ピク
チャを示すピクチャ識別子とリスト順で先行する参照ピクチャを示すピクチャ識別子とに
基づいて、ピクチャ識別子情報を決定される。またコード手段はプロセッサに、ピクチャ
識別子情報に基づいて、複数の参照ピクチャを定義するバッファ記述を示すバッファ記述
情報を生成させる。さらにコード手段はプロセッサに、ピクチャの符号化表現にバッファ
記述を挿入させる。さらに符号化器は、ピクチャの符号化表現を出力する出力部を有する
。
【００２２】
　参照ピクチャを修正する従来技術の解決策との明確に対比すると、以前の符号化ピクチ
ャが正しく受信されて復号されることとは管理は独立しており、実施形態は相対的あるい
は暗黙的な方法に代わり、絶対的かつ明白な方法で参照ピクチャが用いられるバッファ記
述情報を提供する。従って、ピクチャの符号化表現は、復号の際に参照に用いるための、
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ビデオストリームにおいて以前のピクチャの符号化表現とは独立した、参照ピクチャにつ
いての情報を含む。
【００２３】
　従って、復号器が、以前のピクチャにおいて正しくもたらされ解釈されたバッファ操作
を信頼する代わりに、現在のピクチャの参照ピクチャ管理について、現在のピクチャに含
まれる情報のみを信頼するため実施形態は参照ピクチャ管理及びエラーに対する脆弱性が
低い信号伝達をもたらす。
【００２４】
　さらに、バッファ記述内の先行する参照ピクチャに関連するピクチャ識別子の符号化及
び復号は、バッファ記述の信号伝達においてあらゆるオーバヘッドを低減するピクチャ識
別子の効率的なビット表現を可能にする。これにより、実施形態は絶対的な参照ピクチャ
の信号伝達における識別値の信号伝達に必要なビットレートを低減する。
【００２５】
　添付の図面と共に以下の説明を参照することにより、本発明は本発明の更なる目的及び
利点と共に最適に理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】Ｈ．２６４／ＡＶＣ参照バッファ方式を示す簡略化されたフローチャート。
【図２】一実施形態に係るピクチャの符号化表現を復号する方法を示すフローチャート。
【図３】一実施形態に係る複数のピクチャのビデオストリームを示す図。
【図４】一実施形態に係るピクチャの符号化表現を示す図。
【図５】図２の最初のピクチャ識別子を決定する一実施形態を示すフローチャート。
【図６】一実施形態に係る図５の算出ステップ及び図２のピクチャ識別子を決定するステ
ップのフローチャート。
【図７】一実施形態に係る図２の最初のピクチャ識別子を決定するステップとピクチャ識
別子を決定するステップのフローチャート。
【図８】図２の方法の更なるオプションのステップを示すフローチャート。
【図９】一実施形態に係る参照バッファスキームの簡略化したフローチャート。
【図１０】一実施形態に係るピクチャを符号化する方法を示すフローチャート。
【図１１】一実施形態に係る図１０の最初のピクチャ識別子を決定するステップとピクチ
ャ識別子情報を決定するステップのフローチャート。
【図１２】一実施形態に係る図１０のＳ５０乃至Ｓ５３のステップのフローチャート。
【図１３】図１０の方法の更なるオプションのステップを示すフローチャート。
【図１４】一実施形態に係る受信機を示す概略ブロック図。
【図１５】一実施形態に係る復号器を示す概略ブロック図。
【図１６】一実施形態に係る図１６のピクチャ識別子決定器の概略ブロック図。
【図１７】別の実施形態に係る復号器を示す概略ブロック図。
【図１８】一実施形態に係る送信機を示す概略ブロック図。
【図１９】一実施形態に係る符号化器を示す概略ブロック図。
【図２０】一実施形態に係る図１９の情報決定器の概略ブロック図。
【図２１】別の実施形態に係る符号化器を示す概略ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図中、同一の、あるいは対応する要素に対して同一の参照番号が使用される。
【００２８】
　本発明の実施形態は、一般的にはビデオストリームの当該技術分野においてフレームと
も呼ぶピクチャの符号化及び復号に関する。特に、実施形態は、ビデオの符号化及び復号
と関連した参照ピクチャの管理、並びに符号化器から復号器へのこのような参照ピクチャ
の信号伝送に関する。
【００２９】
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　例えばＨ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ及びＨＥＶＣにより示されるビデオ符号化は
、現在のピクチャの画素データの符号化及び復号のための予測又は参照として参照ピクチ
ャを利用する。一般的には、これを当技術分野においてインター符号化と呼ぶ。インター
符号化において、ピクチャは、このような参照ピクチャに対して符号化及び復号される。
符号化ピクチャを復号できるためには、復号器は、現在の符号化ピクチャに対してどの参
照ピクチャを使用するかを認識し、且つこれらの参照ピクチャへアクセスできなければな
らない。一般的には、復号器は、参照ピクチャを格納するために、参照ピクチャバッファ
とも示される復号ピクチャバッファ（ＤＰＢ）を使用する。従って、復号ピクチャバッフ
ァに格納された参照ピクチャが符号化ピクチャを復号する際に実際に正確な参照ピクチャ
であることが重要である。そうでない場合、復号器は、復号処理の間に間違った参照ピク
チャを使用することになり、その結果、提示されるビデオの品質が低下する。
【００３０】
　従来技術の手法は、ＭＭＣＯ情報を搬送するピクチャが偶然損失される場合に、背景技
術において説明した、正確でない参照ピクチャを使用することに係る問題の影響を受ける
可能性がある。従来技術の該問題は、以下のＨ．２６４により実現される例により示され
うる。復号ピクチャバッファは、ピクチャ識別子３００、３０２及び３０３を有する３つ
の短期ピクチャ、並びにピクチャ識別子０及び３を有する２つの長期ピクチャを格納する
と仮定する。そして符号化器は、長期ピクチャ０が「参照に使用しない」とマークされる
べきことを示すＭＭＣＯタイプ２を有する新しい符号化ピクチャを生成してもよい。該符
号化ピクチャが復号器において正確に受信されていれば、長期ピクチャ０は参照に使用し
ないものとしてマーク付けされており、参照ピクチャリストは｛３００，３０２，３０３
，３｝となっているだろう。しかしながら、ＭＭＣＯタイプ２コマンドを有する符号化ピ
クチャが損失される場合、復号器は、長期ピクチャ０が参照に使用しないものとしてマー
ク付けされるべきであること、及び故に参照ピクチャリストが代わりに｛３００，３０２
，３０３，０，３｝となることを通知されない。参照ピクチャリストの位置３における参
照ピクチャがピクチャにおけるマクロブロックについての予測として使用されるという情
報を復号器において受信された次の符号化ピクチャが含む場合、ＭＭＣＯタイプ２コマン
ドが損失される場合に問題となる。ＭＭＣＯタイプ２コマンドが復号器において正確に受
信されていた場合、参照ピクチャリストの位置３における参照ピクチャは、該参照ピクチ
ャが参照ピクチャリストの位置３（０から開始する場合）を占有する時に長期ピクチャ３
に対応する。しかしながら、ＭＭＣＯタイプ２コマンドを損失した状態では、参照ピクチ
ャリストの位置３は、代わりに長期ピクチャ０により占有される。これは、長期ピクチャ
０からの画素データが長期ピクチャ識別子３からの正確な画素データの代わりに予測基準
として使用されることを意味する。
【００３１】
　従って、従来技術の解決策は、以前に復号ピクチャが正確に受信及び復号されていると
いうことに正確な参照ピクチャ管理が依存するという問題がある。
【００３２】
　本発明の実施形態は、従来技術と比較して根本的に異なる参照ピクチャを信号伝送する
方法を使用することにより、従来技術の手法のこれらの問題がなくなる。代わりに、本発
明の実施形態は、相対的又は黙示的な方法ではなく、絶対的又は明示的な方法で参照ピク
チャに対してどの符号化ピクチャを使用するかを特定する。換言すると、現在のピクチャ
についての符号化表現、即ちビットストリームは、先行のピクチャの符号化表現に関係な
く、参照のためにどんなピクチャを使用するか、即ち参照ピクチャに関する情報を含む。
従って、正確な復号ピクチャバッファを維持する論理的な信頼性は、復号器からビットス
トリームに移ったと言える。その１つの見方は、ピクチャについてのインター予測及び動
きベクトル予測のためにどんな参照ピクチャを使用するかに関する情報がピクチャの制御
情報に含まれると言うことである。従って、復号ピクチャバッファの状態は、他のピクチ
ャに対して符号化及び復号される全てのピクチャに対して信号伝送される。
【００３３】
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　実施形態によれば、ピクチャは、現在のピクチャを符号化及び復号することを必要とさ
れ、且つ／あるいは復号器におけるピクチャの出力順序に従ってビデオストリームの後続
のピクチャを符号化及び復号することを必要とされる参照ピクチャを規定するバッファ記
述と関連付けられる。その後、該バッファ記述を規定するバッファ記述情報は、符号化器
によりピクチャの符号化表現に含まれるため、現在のピクチャの符号化データと共に復号
器に対して使用可能である。
【００３４】
　実施形態は、ビット効率のよい参照ピクチャを規定するためにバッファ記述を使用する
効率的な方法に関する。
【００３５】
　ピクチャ識別子をバッファ記述において直接信号伝送することは、特に可変長符号化を
使用する場合には一般的に効率的でない。それは、ピクチャ識別子が符号化のために多く
のビットを必要とする比較的大きい数でありうるからである。また、ビデオストリームに
おける現在のピクチャ及び／又は後続のピクチャについての予測基準として使用された参
照ピクチャは、一般的には隣接ピクチャである、あるいは少なくともビデオストリームに
おける現在のピクチャに近接して存在する。従って、よりビット効率のよい方法は、バッ
ファ記述におけるピクチャ識別子を現在のピクチャのピクチャ識別子についてのデルタピ
クチャ識別子として規定する方法である。
【００３６】
　このような方法において、参照ピクチャは、現在のピクチャについてのデルタピクチャ
識別子deltaPOCを有するバッファ記述において信号伝送される。その後、参照ピクチャの
ピクチャ識別子POC(ref)は、POC(ref)=POC(currPic)+deltaPOCとして計算され、式中、PO
C(currPic)は、現在のピクチャのピクチャ識別子を示す。
【００３７】
　特定の一実施形態において、同一のピクチャ、即ち同一のdeltaPOCが同一のバッファ記
述において２回以上現れなくてもよいように、制限が規定されうる。これにより、バッフ
ァ記述は、現在のピクチャに対して信号伝送される各参照ピクチャを明確に且つ明示的に
規定できるようになる。しかしながら、これにより、バッファ記述におけるピクチャ識別
子の信号伝送が非効率的になる恐れがある。
【００３８】
　例えば、全ての参照ピクチャが負のデルタピクチャ識別子を有するバッファ記述を仮定
する。また、現在のピクチャについてのバッファ記述における最初の参照ピクチャが符号
なし可変長符号（ＵＶＬＣ：unsigned variable length code）等の可変長符号を使用し
て１ビットで符号化されるデルタピクチャ識別子deltaPOC=-1を有すると仮定する。その
後、－１のデルタピクチャ識別子は、次の参照ピクチャに対して最短のコードワードとな
る。しかしながら、上述の制限をバッファ記述に適用する場合、バッファ記述における該
コードワードを有する参照ピクチャが既に存在するため、１ビットで表された－１の値は
、次の参照ピクチャに対して禁止される。従って、バッファ記述における第２の参照ピク
チャは、ＵＶＬＣを使用してデルタピクチャ識別子を示すために少なくとも３ビットを使
用しなければならない。
【００３９】
　実施形態は、参照ピクチャを信号伝送するという該制限を解決する。
【００４０】
　実施形態の一態様は、バッファ記述における参照ピクチャの絶対信号伝送により信号伝
送された参照ピクチャの既に復号された識別値を使用して、参照ピクチャの絶対信号伝送
により信号伝送された参照ピクチャの識別値を復号する。
【００４１】
　従って、実施形態は、参照ピクチャがバッファ記述において現れる順序を使用する。従
って、バッファ記述における指標ｉを有する参照ピクチャのピクチャ識別子を復号する際
に、バッファ記述において既に復号された参照ピクチャからのピクチャ識別子が使用され
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る。これにより、指標ｉを有する参照ピクチャについてのピクチャ識別子を信号伝送する
ビットコストがビットストリームにおいて低下しうる。
【００４２】
　図２は、複数のピクチャ又はフレームのビデオストリームのピクチャの符号化表現を復
号する方法を示すフローチャートである。一般的には方法は、ステップＳ１から開始し、
バッファ記述を識別するバッファ記述情報は、ピクチャの符号化表現から取得される。
【００４３】
　バッファ記述情報は、ピクチャの符号化表現のいずれかの規定の部分において提供され
うるが、一般的にはピクチャの符号化表現における制御情報フィールドにおいて提供され
る。従って、バッファ記述情報は、ピクチャの符号化表現の制御情報を復号することと関
連して、よって好ましくは符号化表現の実際のペイロードデータを復号する前に取得され
うる。
【００４４】
　バッファ記述情報は、適切な位置における制御情報として符号化表現に含まれうる。図
４は、ピクチャの符号化表現６０の一例を概略的に示す。符号化表現６０は、スライスに
おける画素ブロックの符号化画素データを示すビデオペイロードデータ６６を含む。符号
化表現６０は、制御情報を搬送するスライスヘッダ６５も含む。スライスヘッダ６５は、
ビデオペイロード及びネットワーク抽象化層（ＮＡＬ：Network Abstraction Layer）ヘ
ッダ６４と共に、符号化器から出力されるエンティティであるＮＡＬユニットを形成する
。リアルタイムトランスポートプロトコル（ＲＴＰ：Real-time Transport Protocol）ヘ
ッダ６３、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ：User Datagram Protocol）ヘッダ６
２及びインターネットプロトコル（ＩＰ：Internet Protocol）ヘッダ６１等の更なるヘ
ッダを該ＮＡＬユニットに追加して、符号化器から復号器に送信可能なデータパケットを
形成できる。この形態のＮＡＬユニットのパケット化は、ビデオ転送と関連した一例を構
成するにすぎない。例えばファイル形式、ＭＰＥＧ－２トランスポートストリーム、ＭＰ
ＥＧ－２プログラムストリーム等のＮＡＬユニットを処理する他の方法が可能である。
【００４５】
　そしてバッファ記述情報は、符号化器及び復号器が準拠する基準により規定されたスラ
イスヘッダ６５、別のピクチャヘッダ又は別のデータ構造に含まれうる。
【００４６】
　ステップＳ１で取得されたバッファ記述情報は、複数の参照ピクチャを規定する参照ピ
クチャセット（ＲＰＳ：Reference Picture Set）とも呼ぶバッファ記述を識別する。従
って、バッファ記述は、復号される現在のピクチャについての復号参照として使用される
参照ピクチャを規定する。これは、現在のピクチャの画素データが１つ以上の参照ピクチ
ャを参照して復号されることを意味する。あるいは又はさらに、バッファ記述により規定
された少なくとも１つの参照ピクチャは、ビデオストリームの後続のピクチャ、即ち現在
のピクチャの後に復号されるピクチャについての復号参照として使用可能である。従って
、バッファ記述は、復号順序で現在のピクチャに先行し、且つ現在のピクチャ又は復号順
序に従って現在のピクチャに後続する本明細書において後続のピクチャと呼ぶいずれかの
ピクチャについてのインター予測のために使用されてもよい全ての参照ピクチャを規定す
る。
【００４７】
　従って、バッファ記述情報は、現在のピクチャと関連付けられた参照ピクチャのセット
であるバッファ記述を識別する情報であると考えられうる。バッファ記述情報は、復号順
序で現在のピクチャに先行し、且つ現在のピクチャ又は復号順序で現在のピクチャに後続
するいずれかのピクチャのインター予測のために使用されてもよい全ての参照ピクチャか
ら構成される。
【００４８】
　図３は、複数のピクチャ１０、４０、４２、５０のビデオストリーム１を示すことで該
概念を概略的に示す。現在のピクチャ１０は、復号されるツリーブロックとも呼ぶマクロ
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ブロック等の画素ブロック３０を含む１つ以上のスライス２０、２２、即ち符号化ユニッ
トを含んでもよい。ピクチャ１０、４０、４２、５０の下の矢印は、復号の関係を示す。
現在のピクチャ１０は、先行の参照ピクチャ４０及び後続の参照ピクチャ４２に関連して
復号される。出力順序に従って現在のピクチャ１０に関して、先行の参照ピクチャ４０は
先行しており、後続の参照ピクチャ４２は後続しているが、双方とも復号順序に従って現
在のピクチャ１０に先行している。該後続の参照ピクチャ４２は、復号順序に従ってビデ
オストリーム１における後続のピクチャ５０についての参照ピクチャとしても使用される
。
【００４９】
　オプションであるが好適な図２の後続のステップＳ２は、以下においてさらに開示され
る。
【００５０】
　次のステップＳ３は、バッファ記述により規定された参照ピクチャを識別するピクチャ
識別子を決定するために、ステップＳ１で取得されたバッファ記述情報を使用して取得さ
れたバッファ記述を使用する。実施形態によれば、参照ピクチャのピクチャ識別子は、参
照ピクチャについてのバッファ記述から取得されたピクチャ識別子情報及びバッファ記述
におけるリスト順序に従って参照ピクチャに先行する参照ピクチャについてのバッファ記
述から取得されたピクチャ識別子情報に基づいてステップＳ３で決定される。
【００５１】
　従って、バッファ記述により規定された所定の参照ピクチャのピクチャ識別子は、バッ
ファ記述により規定された少なくとも１つの先行の参照ピクチャのピクチャ識別子情報に
対して決定される。１つ又は複数の該先行の参照ピクチャは、バッファ記述において規定
されたリスト順序に従って所定の参照ピクチャに先行する。従って、バッファ記述は、リ
スト順序で参照ピクチャを一覧表示又は識別する。従って、実施形態は、バッファ記述か
ら取得された所定の参照ピクチャのピクチャ識別子情報だけではなく、いかなる先行の参
照ピクチャのピクチャ識別子情報も使用する。
【００５２】
　特定の一実施形態において、バッファ記述は、参照ピクチャの少なくとも１つのリスト
を規定する。このようなケースでは、ステップＳ３は、それぞれの少なくとも１つのリス
トにおけるリスト順序に従って最初の参照ピクチャを除く少なくとも１つのリストの各参
照ピクチャに対して実行されることが好ましい。これは、図２の線Ｌ１により概略的に示
される。リスト順序に従って最初の参照ピクチャは、以下においてさらに開示されるステ
ップＳ２で決定されたピクチャ識別子を有する。従って、バッファ記述がリストにおける
Ｎ個の参照ピクチャのリストを規定する場合、ステップＳ３はＮ－１回実行されることが
好ましい。
【００５３】
　現在のピクチャのバッファ記述により規定された参照ピクチャのピクチャ識別子がステ
ップＳ３（及びステップＳ２）で決定されると、ステップＳ４に進み、復号ピクチャバッ
ファは、決定されたピクチャ識別子に基づいて復号器において更新される。
【００５４】
　従って、現在のピクチャのバッファ記述を使用して決定されたピクチャ識別子は、現在
のピクチャ及び／又は復号順序に従ってビデオストリームの後続のピクチャを復号するた
めに必要とされる正確な参照ピクチャを格納し且つ含むように復号ピクチャバッファを更
新するために使用される。この復号は、当該技術分野において周知であり、一般的にはイ
ンター予測及びベクトル復号を使用する。
【００５５】
　現在のピクチャを復号するために必要とされる正確な参照ピクチャを含むように復号ピ
クチャバッファが更新されると、ピクチャは、ピクチャの符号化表現と、並びに復号ピク
チャバッファに含まれるか、存在するかあるいは格納される参照ピクチャのうちの少なく
とも１つとに基づいて復号され、ピクチャの符号化表現に搬送されるバッファ記述情報に
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基づいて識別される。
【００５６】
　ステップＳ４での復号ピクチャバッファの更新は、決定されたピクチャ識別子により識
別された参照ピクチャが「参照に使用する」ものとしてマーク付けされる、あるいは「予
測に使用する」ものとしてマーク付けされて、該参照ピクチャが現在のピクチャ及び／又
はいずれかの後続のピクチャについての復号参照又は予測として使用されることを示すこ
とを意味することが好ましい。好適な一実施形態において、参照ピクチャは、短期参照に
使用するもの又は長期参照に使用するものとしてマーク付けされうる。
【００５７】
　復号ピクチャバッファは、現在のピクチャのバッファ記述により規定されないためにス
テップＳ２及びＳ３で決定されたピクチャ識別子とは異なるピクチャ識別子を有する参照
ピクチャを含むことが可能でありうる。一実施形態において、復号ピクチャバッファにお
いて使用可能であるがバッファ記述には含まれないピクチャは、「参照に使用されない」
もの又は「予測に使用されない」ものとしてマーク付けされる、あるいは復号器により復
号ピクチャバッファから除去される。従って、本実施形態において、「参照に使用されな
い」ものとしてピクチャをマーク付けすること又は参照ピクチャを復号ピクチャバッファ
から除去することは、復号ピクチャバッファを更新することの一部として、即ち現在のピ
クチャのビデオペイロードを復号する前に復号器により実行される。
【００５８】
　更なる実施形態において、復号器により表示するためにバッファ記述に従って復号器に
より参照に使用しないものとしてマーク付けされるゼロ以上のピクチャが出力される。出
力の１つのこのような処理の例は、Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣからのバンプ処理
である。本明細書において、出力は、表示するために出力することを示す。参照ピクチャ
としてどのようなピクチャを使用するか及びどのようなピクチャを出力、即ち表示するか
は、Ｈ．２６４及びＨＥＶＣにおいて区別される。これは、ピクチャが参照ピクチャとし
て除去される、即ち参照に使用しないものとしてマーク付けされる前に出力されうること
、又はピクチャが出力される前にピクチャを参照に使用しないものとしてマーク付けする
ことで参照フレームとして除去されうることを意味する。
【００５９】
　ステップＳ３と関連して上述したように、参照ピクチャのピクチャ識別子は、適切な参
照ピクチャについてのバッファ記述から取得されたピクチャ識別子情報に基づいて、更に
はバッファ記述におけるリスト順序に従って適切な参照ピクチャに先行するいずれかの参
照ピクチャについてのピクチャ識別子情報に基づいて決定される。
【００６０】
　ピクチャの符号化表現からステップＳ１で取得されたバッファ記述から識別されたバッ
ファ記述により規定された参照ピクチャは、当然、バッファ記述におけるリスト順序に従
って最初の参照ピクチャに先行するいかなる参照ピクチャも含まない。
【００６１】
　図２のステップＳ２は、バッファ記述情報に基づいて該最初の参照ピクチャのピクチャ
識別子を決定する方法の一実施形態を規定する。ステップＳ２は、最初の参照ピクチャに
ついてのバッファ記述から取得されたピクチャ識別子情報及び復号される現在のピクチャ
のピクチャ識別子に基づいて最初の参照ピクチャのピクチャ識別子を決定する。従って、
バッファ記述から取得されたピクチャ識別子情報は、現在のピクチャの実際のピクチャ識
別子と組み合わされて、リスト順序に従って最初の参照ピクチャのピクチャ識別子を取得
する。
【００６２】
　特定の一実施形態において、バッファ記述は、参照ピクチャの複数、即ち少なくとも２
つのリストを規定でき、これは本明細書においてさらに開示される。このようなケースで
は、該リストの各々は、それぞれのリスト順序に従ってそれぞれの最初の参照ピクチャを
有する。その後ステップＳ２は、各リストにおける最初の参照ピクチャのピクチャ識別子
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を決定することが好ましい。従って、最初のピクチャ識別子のピクチャ識別子を決定する
特定の実施形態に対して以下において提供される説明は、各リストにおけるそれぞれの最
初の参照ピクチャに適用可能である。
【００６３】
　図５は、最初のピクチャ識別子を決定する特定の一実施形態を示すフローチャートであ
る。方法は、図２のステップＳ１から継続し、ステップＳ１０に進む。該ステップＳ１０
は、最初の参照ピクチャについてのデルタピクチャ識別子及び符号識別子をバッファ記述
から取得する。本明細書において、absolute_delta_poc(0)はデルタピクチャ識別子を示
し、符号は符号識別子を示す。符号識別子は、ビデオストリームにおける現在のピクチャ
に関連して且つピクチャの出力順序に対して昇順又は降順であるかを示す。従って、符号
識別子が「＋」を示す場合、参照ピクチャは、出力順序に従って現在のピクチャに後続す
るが、復号順序で現在のピクチャに先行するのに対し、「－」を示す符号識別子は、参照
ピクチャが出力順序及び復号順序に従って現在のピクチャに先行することを示す。
【００６４】
　次のステップＳ１１は、デルタ識別子、符号識別子及び本明細書においてPOC(currPic)
で示される現在のピクチャのピクチャ識別子に基づいて、最初の参照ピクチャのピクチャ
識別子を算出する。その後、図２のステップＳ３に進み、バッファ記述により規定された
残りの参照ピクチャのピクチャ識別子が決定されうる。
【００６５】
　図６は、図５のステップＳ１１の特定の一実施形態及び図２のステップＳ３の特定の一
実施形態を示すフローチャートである。方法は、図５のステップＳ１０から継続する。次
のステップＳ２０は、パラメータdeltaPOC(0)をdeltaPOC(0)=sign×absolute_delta_poc(
0)として計算する。その後、最初の参照ピクチャのピクチャ識別子POC(0)は、POC(0)=POC
(currPic)+deltaPOC(0)としてステップＳ２１で計算される。
【００６６】
　後続のステップＳ２２～Ｓ２４は、バッファ記述により規定されたいずれかの残りの参
照ピクチャ、即ち最初の参照ピクチャでない参照ピクチャについてのピクチャ識別子を決
定する一実施形態を示す。該ステップＳ２２～Ｓ２４は、バッファ記述における参照ピク
チャの各リストに対して実行される。
【００６７】
　ステップＳ２２は、それぞれのデルタピクチャ識別子absolute_delta_poc(i)を現在の
リストにおける最初の参照ピクチャを除くバッファ記述により規定された各参照ピクチャ
番号ｉについてのバッファ記述から取得する。後続のステップＳ２３は、リストが参照ピ
クチャを昇順で規定する場合にパラメータdeltaPOC(i)をdeltaPOC(i)=deltaPOC(i-1)+abs
olute_delta_poc(i)として計算し、あるいはリストが参照ピクチャを降順で規定する場合
にdeltaPOC(i)=deltaPOC(i-1)-absolute_delta_poc(i)として計算する。特定の一実施形
態において、符号化器及び復号器は、双方とも昇順又は降順を使用するように事前設定さ
れることが好ましい。
【００６８】
　最後に、ステップＳ２４は、参照ピクチャ番号ｉのピクチャ識別子POC(i)をPOC(i)=POC
(currPic)+deltaPOC(i)として計算する。従って、バッファ記述において規定された参照
ピクチャのピクチャ識別子は、参照ピクチャについてのバッファ記述から取得された、デ
ルタピクチャ識別子absolute_delta_poc(i)により本実施形態において示されたピクチャ
識別子情報及びリスト順序に従って先行の参照ピクチャについてのバッファ記述から取得
されたピクチャ識別子情報に基づいて決定される。特定の一実施形態において、ピクチャ
識別子は、復号される現在のピクチャのピクチャ識別子、即ちPOC(currPic)に基づいてさ
らに決定される。従って、ピクチャ識別子POC(i)を算出する一般式は、
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であり、式中、signの値に応じて「＋」及び「－」を選択する。
【００６９】
　ステップＳ２２～Ｓ２４は、最初の参照ピクチャを除くリストにおける各参照ピクチャ
に対して実行され、これは線Ｌ２により概略的に示される。その後、図２のステップＳ４
に進む。
【００７０】
　ステップＳ２０～Ｓ２４の順序は、図６に示されるものとは異なってもよい。一実施形
態において、ステップＳ２２、Ｓ２３により形成されたループが後続するステップＳ２０
を最初に実行する。最後に、ピクチャ識別子は、ステップＳ２１及びＳ２４の処理を組み
合わせるステップにおいて、最初の参照ピクチャ及び全ての後続の参照ピクチャに対して
算出される。
【００７１】
　上述の実施形態において、バッファ記述における参照ピクチャは、deltaPOC順序、昇順
又は降順で順序付けされる。deltaPOCの符号は、最初の参照ピクチャに対してのみ信号伝
送されることが好ましく、デルタピクチャ識別子absolute_delta_pocは、バッファ記述に
おける先行の参照ピクチャに対して信号伝送される。バッファ記述における最初の参照ピ
クチャの場合、absolute_delta_pocは、現在のピクチャに対して信号伝送される。
【００７２】
　本実施形態において、復号器は、符号識別子に基づいてバッファ記述における最初の参
照ピクチャの符号を復号する。その後復号器は、現在のピクチャについての最初の参照ピ
クチャのabsolute_delta_pocを復号する。その後、最初の参照ピクチャについてのdeltaP
OCが算出される。復号器は、１（最初の参照ピクチャが指標０を有する場合）からバッフ
ァ記述の終端まで、即ちNrOfPicturesInBufferDescription-1までの範囲の指標ｉを有す
るバッファ記述における全ての残りのピクチャについてのabsolute_delta_pocを復号する
ことで継続し、上述したように現在のピクチャについてのdeltaPOCを算出する。
【００７３】
　特定の一実施形態において、符号化ピクチャの符号化表現から図２のステップＳ１で取
得されたバッファ記述情報は、参照ピクチャの第１のリスト及び参照ピクチャの第２のリ
ストを規定するバッファ記述を識別する。
【００７４】
　従って、本実施形態において、バッファ記述は、参照ピクチャの２つのリストの連結か
ら構成される。１つのリストは、正のdeltaPOCを有する参照ピクチャを含み、１つのリス
トは、負のdeltaPOCを有するピクチャを含む。双方のリストは、昇順でデルタピクチャ識
別子absolute_delta_pocにより順序付けされることが好ましく、デルタピクチャ識別子の
値は、対応するリストにおける先行の参照ピクチャに対して信号伝送される。
【００７５】
　本実施形態において、復号器は、以下においてリストＡ及びリストＢで示された２つの
リストを復号し、各リストは、ゼロ以上のピクチャデルタ識別子absolute_delta_pocを含
んでもよい。双方のリストにおける各指標に対して、値absolute_delta_pocが構文解析さ
れる。
【００７６】
　図７は、本実施形態に係る図２のステップＳ２及びＳ３の一実現例を示すフローチャー
トである。方法は、図７のステップＳ１から継続する。ステップＳ３０は、復号される現
在のピクチャのピクチャ識別子と第１のリストにおける最初の参照ピクチャについてのバ
ッファ記述から取得されたデルタピクチャ識別子との差分に基づいて、第１のリストにお
ける最初の参照ピクチャを識別するピクチャ識別子を算出する。ステップＳ３１は、現在
のピクチャのピクチャ識別子と第２のリストにおける最初の参照ピクチャについてのバッ
ファ記述から取得されたデルタピクチャ識別子との和に基づいて、第２のリストにおける
最初の参照ピクチャを識別するピクチャ識別子を同様に算出する。
【００７７】
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　特定の一実施形態において、ステップＳ３０は、POCA(0)=POC(currPic)-absolute_delt
a_pocA(0)を算出し、ステップＳ３１は、POCB(0)=POC(currPic)+absolute_delta_pocB(0)
を算出する。本実施形態において、デルタピクチャ識別子absolute_delta_pocA(0)及びab
solute_delta_pocB(0)は、符号なしの値、即ち非負値である。別の一実施形態において、
デルタピクチャ識別子は符号付きの値であってよい。このようなケースでは、第１のリス
トにおける最初の参照ピクチャのデルタピクチャ識別子は非正値であることが好ましく、
第２のリストにおける最初の参照ピクチャのデルタピクチャ識別子は非負値であることが
好ましい。その後ステップＳ３０は、POCA(0)=POC(currPic)+absolute_delta_pocA(0)を
算出し、ステップＳ３１は、POCB(0)=POC(currPic)+absolute_delta_pocB(0)を算出する
。
【００７８】
　ステップＳ３０及びＳ３１は、いずれかの順序で逐次的に、即ち最初にステップＳ３０
及び次にステップステップＳ３１又は最初にステップ３１及び次にステップＳ３０で実行
されてよい。あるいは、２つのステップＳ３０及びＳ３１は、少なくとも部分的に並列に
実行されてよい。
【００７９】
　後続のステップＳ３２及びＳ３３は、２つのリストにおける残りの参照ピクチャについ
てのピクチャ識別子を算出する。
【００８０】
　一実施形態において、ステップＳ３２は、第１のリストにおける先行の参照ピクチャの
ピクチャ識別子と参照ピクチャについてのバッファ記述から取得された符号なしのデルタ
ピクチャ識別子との差分に基づいて、第１のリスト順序に従って第１のリストにおける最
初の参照ピクチャを除く第１のリストにおける各参照ピクチャについてのピクチャ識別子
を算出する。ステップＳ３３は、第２のリストにおける先行の参照ピクチャのピクチャ識
別子と参照ピクチャについてのバッファ記述から取得された符号なしのデルタピクチャ識
別子との和に基づいて、第２のリスト順序に従って第２のリストにおける最初の参照ピク
チャを除く第２のリストにおける各参照ピクチャについてのピクチャ識別子を同様に算出
する。第１のリスト順序は、減少するピクチャ識別子値の形態であることが好ましいのに
対し、第２のリスト順序は、増加するピクチャ識別子値の形態であることが好ましい。例
えば、ピクチャ識別子が出力順序を示す場合、第１のリストにおける参照ピクチャは、現
在のピクチャの前に表示するために出力され、第２のリストにおける参照ピクチャは、現
在のピクチャの後に表示するために出力される。その後、第１のリストにおける参照ピク
チャは、ピクチャ識別子値に対して降順のリスト順序で順序付けされ、第２のリストにお
ける参照ピクチャは、ピクチャ識別子値に対して昇順のリスト順序で順序付けされる。
【００８１】
　ステップＳ３２の特定の一実施形態は、第１のリストにおけるピクチャ番号ｉについて
のピクチャ識別子POCA(i)をPOCA(i)=POCA(i-1)-absolute_delta_pocA(i)として計算する
。ステップＳ３３は、第２のリストにおけるピクチャ番号ｉについてのピクチャ識別子PO
CB(i)をPOCB(i)=POCB(i-1)+absolute_delta_pocB(i)として同様に計算する。
【００８２】
　別の一実施形態において、バッファ記述から取得されたデルタピクチャ識別子は、符号
付きのデルタピクチャ識別子である。特定の一実現例において、第１のセットにおける参
照ピクチャについてのデルタピクチャ識別子は非正値を有することが好ましく、第２のセ
ットにおける参照ピクチャについてのデルタピクチャ識別子は非ゼロ値を有することが好
ましい。
【００８３】
　本実施形態に係るステップＳ３２の一実装例は、第１のリストにおける先行の参照ピク
チャのピクチャ識別子と参照ピクチャについてのバッファ記述から取得された符号付きの
デルタ識別子との和に基づいて、第１のリストにおける最初の参照ピクチャを除く第１の
リストにおける各参照ピクチャについてのピクチャ識別子を算出する。ピクチャ識別子は
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、POCA(i)=POCA(i-1)+absolute_delta_pocA(i)としてステップＳ３２で計算されることが
好ましい。同様にステップＳ３３は、第２のリストにおける先行の参照ピクチャのピクチ
ャ識別子と参照ピクチャについてのバッファ記述から取得された符号付きのデルタ識別子
との和に基づいて、第２のリストにおける最初の参照ピクチャを除く第２のリストにおけ
る各参照ピクチャについてのピクチャ識別子を算出する。ピクチャ識別子は、POCB(i)=PO
CB(i-1)+absolute_delta_pocB(i)としてステップＳ３３で計算されることが好ましい。
【００８４】
　上述の第１のリスト又は第２のリストにおける先行の参照ピクチャのピクチャ識別子は
、最も近い先行の参照ピクチャのピクチャ識別子、即ち所定の参照ピクチャが番号ｉを有
する場合に参照ピクチャ番号ｉ－１であることが好ましい。
【００８５】
　上述したように、ステップＳ３２及びＳ３３は、第１のリスト及び第２のリストにおけ
る最初のピクチャを除く第１のリスト及び第２のリストにおける各参照ピクチャに対して
実行されることが好ましく、これは、図７の線Ｌ３及びＬ４により概略的に示される。従
って、ステップＳ３２は、１からNrOfValuesInListA-1（指標０が第１のリストにおける
最初の参照ピクチャを示す場合）までの範囲の全ての指標ｉに対して実行されることが好
ましく、ステップＳ３３は、１からNrOfValuesListB-1（指標０が第２のリストにおける
最初の参照ピクチャを示す場合）までの範囲の全ての指標ｉに対して実行されることが好
ましい。
【００８６】
　ステップＳ３２及びＳ３３は、いずれかの逐次的な順序で又は実際には少なくとも部分
的に並列に実行されてよい。その後、図２のステップＳ４に進み、復号ピクチャバッファ
は、ステップＳ３０～Ｓ３３で算出されたピクチャ識別子に基づいて更新される。
【００８７】
　一実施形態において、第１のリストに関連するステップＳ３０及びＳ３２はサブ処理を
構成し、第２のステップに関連するステップＳ３１及びＳ３３はサブ処理を構成する。そ
の後２つのサブ処理は、いずれかの順序で逐次的に又は少なくとも部分的に並列に実行さ
れてよい。
【００８８】
　バッファ記述におけるリスト順序に従って先行の参照ピクチャに対してピクチャ識別子
を符号化及び復号することでバッファ記述における参照ピクチャを信号伝送する上述の実
施形態は、可変長符号化と関連して特に適している。このような方法において、デルタピ
クチャ識別子等のピクチャ識別子情報の低い値は、一般的には、記号又はビットの数の点
でピクチャ識別子情報のより高い値と比較してより短いコードワードにより示される。
【００８９】
　例えば、現在のピクチャが４８のピクチャ識別子を有し、現在のピクチャがピクチャ識
別子４６、４７、４９及び５１を有する４つの参照ピクチャを参照して符号化される場合
を考える。また、ピクチャ識別子のとり得る最も大きな値が２５５であるとする。固定長
符号化が適用されており且つ互いにピクチャ識別子を符号化しない場合、４×８＝３２ビ
ットは、これらの４つのピクチャ識別子を信号伝送することを必要とされているだろう。
４６、４７、４９及び５１を示すために代わりに可変長符号化が使用されている場合、合
計３２ビットよりさらに長いコードワードが必要とされているだろう。図７に関連して上
述した実施形態が符号なしのデルタピクチャ識別子と共に使用される場合、第１のリスト
はデルタピクチャ識別子１、１を含み、第２のリストはデルタピクチャ識別子１、２を含
む。これらの値１、１、１、２は、３２ビットより少ないビット、例えば合計で１＋１＋
１＋３＝６ビットを使用して可変長符号により効率的に符号化されうる。該有効ビット削
減は１つのバッファ記述のみに対するものである。一般的なビデオストリームにおいては
、符号化器から復号器に送出された数百又は数千のバッファ記述があってもよい。
【００９０】
　バッファ記述におけるピクチャ識別子の上述の信号伝送は、固定長符号化を使用する等
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絶対的に少なくとも１つのピクチャ識別子を規定するリストを用いて補完されうる。例え
ばバッファ記述は、上述の４つの参照ピクチャ４６、４７、４９及び５１を含んでもよく
、２等のこれらの４つの参照ピクチャのピクチャ識別子値とはかなり異なるピクチャ識別
子値を有する更なる参照ピクチャを選択的に含んでもよい。このようなケースでは、リス
トにおける現在の参照ピクチャ及び現在の参照ピクチャに先行するいずれかの参照ピクチ
ャについてのバッファ記述から取得されたピクチャ識別子情報に基づいてピクチャ識別子
が復号される参照ピクチャの少なくとも１つのリストを含むようにバッファ記述を規定す
るために符号化の観点からより効率的であってよい。上述の例において、第１のリストは
参照ピクチャ４６及び４７を規定し、第２のリストは参照ピクチャ４９及び５１を規定す
る。その後、該少なくとも１つのリスト（本発明の例においては２つのリスト）は、それ
ぞれの参照ピクチャ、即ち例においては参照ピクチャ２の少なくとも１つのピクチャ識別
子を含むリストを用いて補完される。その後該ピクチャ識別子は、固定長符号において提
供され、且つバッファ記述において規定された他のいかなる参照ピクチャに対しても符号
化されないことが好ましい。
【００９１】
　あるいは、該追加リストは、少なくとも１つの参照ピクチャを規定し、少なくとも１つ
の参照ピクチャについてのそれぞれのデルタピクチャ識別子を含む。その後、該デルタピ
クチャ識別子は、現在のピクチャのピクチャ識別子と参照ピクチャのピクチャ識別子との
差分を算出することで取得される。その後、該少なくとも１つのデルタピクチャ識別子は
、バッファ記述における追加リストにおいて提供され、好ましくは固定長符号において提
供されてもよく、あるいは上述のリストと同様に、即ち先行のデルタピクチャ識別子に対
して符号化されてもよい。このようなケースでは、可変長符号が使用可能であるが、ビッ
トを節約するために適用可能なオプションのモジュロ演算と共に使用される。
【００９２】
　図８は、このような追加リストを含むバッファ記述を有する図２における方法の更なる
ステップを示すフローチャートである。方法は、図２のステップＳ３から継続する。次の
ステップＳ４０は、それぞれの参照ピクチャの少なくとも１つのピクチャ識別子を含むリ
ストを提供する。該ステップＳ４０は、ピクチャの符号化表現に含まれたバッファ記述情
報からリストを取得することで実現可能である。あるいは、リストは、ピクチャの符号化
表現の規定の制御情報フィールドから取得されてよい。
【００９３】
　次のステップＳ４１は、ステップＳ４０で提供されたリストを使用してバッファ記述を
変更する。これは、提供されたリストにおいて規定された少なくとも１つのピクチャ識別
子が変更又は更新されたバッファ記述を形成するようにバッファ記述から決定されたピク
チャ識別子に追加されることを示す。
【００９４】
　その後ステップＳ４に進み、復号ピクチャバッファは、変更されたバッファ記述に基づ
いて更新される。
【００９５】
　絶対的に符号化された参照ピクチャを記述する別のリストを使用して、好ましくは固定
長符号化を使用してバッファ記述を変更する本実施形態は、バッファ記述がデルタピクチ
ャ識別子の高い値を有する参照ピクチャを含む場合にバッファ記述についてのビットレー
トを低減できる。
【００９６】
　ピクチャの符号化表現から取得されたバッファ記述情報は、一実施形態において、本質
的にバッファ記述を構成できる。従って、ピクチャの符号化表現は、バッファ記述により
規定された参照ピクチャのデルタピクチャ識別子等のピクチャ識別子情報を含む。
【００９７】
　その後該バッファ記述は、符号化器及び復号器が準拠する基準により規定されたスライ
スヘッダ、別のピクチャヘッダ又は別のデータ構造に含まれうる。一般的には、図３に示
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されたようなピクチャ１０は、１つ以上のスライス２０、２２に分解可能であり、各スラ
イスは、ピクチャ１０の他のスライスに対して個別に符号化可能及び復号可能である。一
実施形態において、所定のピクチャの各スライスヘッダは、同一のバッファ記述情報を含
む。これは、ピクチャのスライスのうちの１つのビデオペイロード及び制御情報を搬送す
るデータパケットが符号化器から復号器への送信において損失される場合でも、ピクチャ
の残りのスライスの各々がバッファ記述情報のそれぞれのコピーを含むために、ピクチャ
のこのような残りのスライスが復号器により復号可能でありうることを意味する。
【００９８】
　別の実施形態において、ピクチャの符号化表現に存在するバッファ記述情報は、必ずし
も現在のピクチャのバッファ記述と同一でなくてもよいが、バッファ記述の識別及び取得
を可能にする。従って、本実施形態において、ピクチャの符号化表現に存在するバッファ
記述情報は、デルタピクチャ識別子等のピクチャ識別子情報を搬送するバッファ記述の方
向を指し示し、本明細書において開示されるように参照ピクチャのピクチャ識別子の計算
を可能にすることにより、参照ピクチャを間接的に規定する。
【００９９】
　このようなケースでは、バッファ記述は、ピクチャの符号化表現６０に関連付けられた
データ構造により搬送されうる（図４を参照）。このようなデータ構造の例には、ピクチ
ャパラメータセット（ＰＰＳ：Picture Parameter Set）６７及びシーケンスパラメータ
セット（ＳＰＳ：Sequence Parameter Set）６８が含まれる。ＰＰＳ６７及び／又はＳＰ
Ｓ６８は、符号化表現６０に直接含まれてよいが、一般的にはＰＰＳ識別子及び／又はＳ
ＰＳ識別子を符号化表現６０に含むことでそれらと関連付けられる。例えば各スライスヘ
ッダ６５は、現在のピクチャに対してどのＰＰＳ６７を適用するかを通知するＰＰＳ識別
子を含むことができる。その結果、適切なＰＰＳ６７は、ＰＰＳ６７、即ち現在のピクチ
ャに対してどのＳＰＳ６８を適用するかを通知するＳＰＳ識別子を含んでもよい。
【０１００】
　そしてバッファ記述は、現在のピクチャに割り当てられたＰＰＳ６７又はＳＰＳ６８に
挿入されうる。このようなケースでは、符号化表現６０に存在するＰＰＳ識別子又はＳＰ
Ｓ識別子は、符号化表現６０に存在するバッファ記述情報を構成する。その後、該ＰＰＳ
識別子又はＳＰＳ識別子は、参照ピクチャを規定するバッファ記述の取得を可能にするた
め、参照ピクチャを間接的に規定する。
【０１０１】
　ＰＰＳ６７及びＳＰＳ６８は、符号化表現６０に関連付けられ且つ実施形態に係るバッ
ファ記述情報を搬送するために使用可能なデータ構造の例を構成するにすぎない。
【０１０２】
　ＰＰＳ及びＳＰＳは、一般的にはビデオストリームにおける複数のピクチャの間で共有
される。従って、ＰＳＳ及びＳＰＳにおけるピクチャのバッファ記述は、各々がそれぞれ
の参照ピクチャを規定する複数の予め定義されたバッファ記述を含む表等のデータ構造を
提供することで信号伝送されることが好ましい。
【０１０３】
　その後、生成されたデータ構造の各バッファ記述は、現在のピクチャのピクチャ識別子
及びバッファ記述における先行の参照ピクチャのピクチャ識別子情報に基づいて、ピクチ
ャ識別子が算出されうるピクチャ識別子情報に関して本明細書において開示されるように
参照ピクチャを規定する。その後各バッファ記述は、データ構造又は表におけるエントリ
として提供されうる。
【０１０４】
　データ構造は、符号化器から復号器に信号伝送される。該信号伝送は、種々の実施形態
に従って実行可能である。データ構造は、ＰＰＳ、ＳＰＳ、新規なパラメータセット、あ
るいは符号化器及び復号器が準拠する基準により規定された別のデータ構造において実行
可能である。このようなケースでは、ピクチャの符号化表現はスライスヘッダ内にＰＰＳ
識別子やＳＰＳ識別子を含む。バッファ記述情報の一部を形成する該ＰＰＳ識別子又はＳ
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ＰＳ識別子により、現在のピクチャを復号する際に使用可能なデータ構造の識別が可能に
なる。
【０１０５】
　現在のピクチャに対してデータ構造のどのバッファ記述を使用するかを規定するために
、バッファ記述情報の一部を形成する識別子は、現在のピクチャに対して信号伝送され、
ピクチャの符号化表現に含まれる。このような識別子の一例は、バッファ記述がデータ構
造において現れる順序でバッファ記述の番号を示す現在のピクチャのスライスヘッダにお
いて信号伝送された非負整数である。
【０１０６】
　ＳＰＳ等にバッファ記述エントリを導入することにより、スライスヘッダにおいて明示
的にバッファ記述に信号伝送する付加ビットが減少する。これらのバッファ記述は、同一
のシーケンス、即ちビデオストリームにおける複数のスライス／ピクチャに対して使用可
能であるため、ピクチャ毎に必要とされるビット数が減少する。
【０１０７】
　更なる一実施形態によれば、複数の予め定義されたバッファ記述を有する一般的なデー
タ構造におけるエントリ、例えば上記の表におけるエントリについての参照信号伝送と、
バッファ記述の明示的な信号伝送とが組み合わせ可能である。このようなケースでは、こ
れらは、現在のピクチャについての最終的なバッファ記述を形成するように、復号器によ
り組み合わせ可能である。明示的な信号伝送と参照信号伝送とを組み合わせる１つの方法
は、明示的な信号伝送により記述された参照ピクチャのセットを参照信号伝送により記述
された参照ピクチャのセットと結合して、参照ピクチャのジョイントセットを形成するこ
とである。
【０１０８】
　特定の一実施形態において、ピクチャの符号化表現は、バッファ記述情報の明示的な信
号伝送及び／又はバッファ記述情報の黙示的な信号伝送が現在のピクチャに対して選択さ
れているかを示すフラグを含むことが好ましい。例えば該フラグは、ピクチャの符号化表
現のスライスヘッダ又は他の何らかの制御情報フィールドに含まれうる。
【０１０９】
　本明細書において開示された実施形態において、バッファ記述は、バッファ記述により
規定された参照ピクチャについてのそれぞれのデルタピクチャ識別子を含むことができる
。このようなデルタピクチャ識別子の一実施形態は、上述のパラメータabsolute_delta_p
ocである。別の一実施形態において、パラメータabsolute_delta_pocは、参照ピクチャの
デルタピクチャ識別子に基づいて取得される。例えば、参照ピクチャについてのバッファ
記述に含まれたデルタピクチャ識別子は、パラメータabsolute_delta_poc_minus1であっ
てよい。その後、パラメータabsolute_delta_pocは、absolute_delta_poc_minus1+1とし
て取得される。従って、本発明の実施形態は、パラメータabsolute_delta_pocが開示され
た式においてパラメータabsolute_delta_poc_minus1+1又は同様の変形で置換されるケー
スも含む。例えば式POCA(i)=POCA(i-1)-abslute_delta_pocA(i)は、POCA(i)=POCA(i-1)-(
abslute_delta_poc_minus1A(i)+1)により置換される。
【０１１０】
　図９は、一実施形態に係る参照バッファ方式を示す簡略化されたフローチャートである
。この方式において、全ての復号ピクチャバッファは、図９に示されるような復号ピクチ
ャバッファの記述を使用して、ピクチャの第１のスライスヘッダを構文解析した後ではあ
るがピクチャ復号の前に適用される。例えばバッファ記述は、明示的に又はＰＰＳあるい
はＳＰＳにおいて信号伝送された予め定義されたデータ構造を参照することにより、スラ
イスヘッダにおいて信号伝送される。
【０１１１】
　それにより、実施形態は、復号処理を概念的に大きく変更する。従来のＨ．２６４／Ｍ
ＰＥＧ－４　ＡＶＣ及びＨＥＶＣの以前の設計において、相対動作は、黙示的に、即ちス
ライドウィンドウ又は明示的に、即ちＭＭＣＯに与えられ、復号器は、これらの相対動作
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を適用し且つ参照ピクチャ、即ちいずれのピクチャが参照のために使用可能であるかを追
跡する信頼性を有する。提案された方式において、参照ピクチャ、即ちいずれのピクチャ
が参照のために使用可能であるかが現在のピクチャ内で、例えばスライスヘッダにおいて
信号伝送されることにより、黙示的且つ明示的に信号伝送された相対動作の必要性を除去
する。
【０１１２】
　これは、デルタ情報がＭＭＣＯ又はスライドウィンドウ処理を使用することから取得さ
れるＨ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣのように、各ピクチャが参照ピクチャ記述の相対
記述ではなく、絶対記述を有することを意味する。
【０１１３】
　特定の一実施形態によれば、バッファ記述は、参照ピクチャとして使用されるピクチャ
についての絶対参照を提供するために、復号ピクチャバッファに必要な全ての参照ピクチ
ャのピクチャ識別子情報を含む。ピクチャ識別子情報は、本明細書において上述したよう
に参照ピクチャのピクチャ識別子を算出するために使用される。
【０１１４】
　バッファ記述の一部ではない復号ピクチャバッファにおける全てのピクチャは、参照に
使用しないものとしてマーク付けされることが好ましい。
【０１１５】
　Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣにおいて、出力のためにピクチャを配信する処理（
図１において「バンプ」処理と呼ぶ）は、復号の前に、即ちframe_numに欠落があった場
合に実行されることもある。「バンプ」処理は、復号及びピクチャマーク付けの後にも実
行される。
【０１１６】
　図９の提案された方式において、「バンプ」処理は復号の前に適用される。これにより
、出力のためにピクチャを配信する前に復号処理が必要以上に遅延することが示されうる
。しかしながら、表示するための最初のピクチャは、復号ピクチャバッファにおける表示
されていないピクチャの数がnum_reorder_frames以上になるとすぐに、復号処理工程の後
に既に一意に規定されている。従って、復号器は、復号処理工程の直後に表示するために
該ピクチャを配信できる。従って、提案された方式の遅延は、現在のＨＥＶＣ方式の遅延
に等しい。
【０１１７】
　オプションの方法において、復号器は、バッファ記述により規定されるが参照ピクチャ
には存在しない参照ピクチャを紛失しているものとして決定できる。選択的に、隠蔽され
た又は存在していないピクチャがバッファ記述に基づいて生成でき、紛失しているピクチ
ャに対して決定されたピクチャ識別子を隠蔽された又は存在していないピクチャに割り当
てる。
【０１１８】
　上述のピクチャマーク付け処理、バンプ処理及び選択的に存在していないピクチャを生
成することは、図９に示されるように現在のピクチャについてのビデオペイロードデータ
の実際の復号の前に実行されることが好ましい。
【０１１９】
　実施形態に係るピクチャ識別子として使用可能な使用可能な種々の代替例がある。例え
ばピクチャ識別子は、復号順序番号、表示順序番号、出力順序番号又は表示順序番号と更
なる識別子との組合せ、あるいは実際にはピクチャを明確に識別するために使用可能な他
のいずれかの情報であってよい。
【０１２０】
　このようなピクチャ識別子の例には、ピクチャ順序カウント（ＰＯＣ：Picture Order 
Count）、フレーム番号（frame_num）又はＰＯＣ及び更なる識別子（additional_picture
_id）を含む。
【０１２１】
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　特定の一実施形態において、ピクチャ識別子の実際値は、適切な参照ピクチャを明確に
識別するために、更なる情報又は他のデータ、例えばバッファ記述における参照ピクチャ
の位置（リスト順序の位置）と共に使用される。従って、バッファ記述情報により識別又
は取得されたバッファ記述により、適切な参照ピクチャを明確に識別できるようになる。
一実施形態において、ＰＯＣ又はＰＯＣ＋更なる識別子等のピクチャ識別子自体は、参照
ピクチャを明確に識別するために使用可能である。
【０１２２】
　参照ピクチャを明確に識別することは、本明細書では、ピクチャ識別子が単独で又は参
照ピクチャを規定する順序等のバッファ記述情報の他の情報と共に、参照ピクチャを明示
的に識別するために使用されることを示すために使用される。従って、ピクチャ識別子又
はピクチャ識別子及び他の情報を与えられることにより、ビデオストリームのピクチャの
中から適切な参照ピクチャを識別できるようになる。
【０１２３】
　図１０は、複数のピクチャのビデオストリームのピクチャを符号化する方法を示すフロ
ーチャートである。一般的には方法は、ステップＳ５０で開始し、ビデオストリームの参
照ピクチャは符号化参照として決定される。一実施形態において、ステップＳ５０は、符
号化される現在のピクチャについての符号化参照として使用される１つ以上の参照ピクチ
ャを決定する。従って、現在のピクチャの画素データは、１つ以上の参照ピクチャを参照
して符号化される。あるいは又はさらに、ステップＳ５０で決定された少なくとも１つの
参照ピクチャは、ビデオストリームの後続のピクチャ、即ち現在のピクチャに後続して符
号化及び復号されるピクチャについての符号化参照として使用可能である。特定の一実施
形態において、Ｓ５０は、現在のピクチャに対して、ビデオストリームのいずれかの参照
ピクチャを現在のピクチャについての符号化参照として、且つ後続のピクチャについての
符号化参照として決定する。従って、特定の一実施形態において、ステップＳ５０は、復
号順序で現在のピクチャに先行し、且つ現在のピクチャ又は復号順序で現在のピクチャに
後続するいずれかのピクチャについてのインター予測のために使用されてもよい全ての参
照ピクチャを決定する。
【０１２４】
　次のステップＳ５１は、ステップＳ５０で決定された参照ピクチャの各参照ピクチャに
ついてのそれぞれのピクチャ識別子を提供する。ピクチャ識別子は、参照ピクチャを明確
に識別するために、場合によっては他のデータと共に使用される。従って、ピクチャ識別
子は、参照ピクチャとして使用されるピクチャについての絶対参照であると考えられうる
。これは、ピクチャ識別子及び選択的に他のデータを与えられれば適切な参照ピクチャを
正確に識別できることを意味する。
【０１２５】
　ステップＳ５１は、ステップＳ５０で決定された各参照ピクチャに対して実行されるこ
とが好ましく、これは線Ｌ５により概略的に示される。
【０１２６】
　ステップＳ５１で提供されたピクチャ識別子は、ステップＳ５０で決定された参照ピク
チャのヘッダ部分から読み出されうる、あるいはステップＳ５０からの参照ピクチャを示
したデータから取得されうる。
【０１２７】
　バッファ記述の各リストにおける最初の参照ピクチャのピクチャ識別子情報を決定する
ことに関連するステップＳ５２は、以下においてさらに開示される。
【０１２８】
　ステップＳ５３は、参照ピクチャのリスト順序に従って最初の参照ピクチャを除くステ
ップＳ５０で決定された参照ピクチャの少なくとも一部分の各参照ピクチャに対して実行
される。上述したように参照ピクチャが単一のリストにおいて編成される場合、ステップ
Ｓ５３は、最初の参照ピクチャを除く各参照ピクチャに対して実行されることが好ましく
、これは線Ｌ６により概略的に示される。しかしながら、参照ピクチャが複数のリストに
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おいて編成される場合、ステップＳ５３は、各リストにおけるそれぞれの最初の参照ピク
チャを除く各参照ピクチャに対して実行されることが好ましい。
【０１２９】
　ステップＳ５３は、参照ピクチャを識別するピクチャ識別子及びリスト順序に従って現
在のリストにおける先行の参照ピクチャを識別するピクチャ識別子に基づいて、「最初の
参照ピクチャでない」参照ピクチャについてのピクチャ識別子情報を決定する。
【０１３０】
　次のステップＳ５４は、参照ピクチャセット（ＲＰＳ）とも呼ぶバッファ記述の情報を
生成する。該情報は、本明細書においてバッファ記述情報で示される。バッファ記述情報
は、ステップＳ５３（及びステップＳ５２）で決定されたピクチャ識別子情報に基づいて
生成される。該バッファ記述情報は、ステップＳ５０で決定された参照ピクチャ、よって
ステップＳ５１で提供されたピクチャ識別子を規定、好ましくは明確に規定する。従って
、バッファ記述情報から少なくとも１つのピクチャ識別子を導出できる。
【０１３１】
　生成されたバッファ記述情報は、ステップＳ５５で現在のピクチャの符号化表現に挿入
される。従って、符号化ピクチャは、ビデオストリームの現在のピクチャ及び／又はいず
れかの後続のピクチャを復号するのに必要とされる参照ピクチャを規定且つ識別するため
に復号器において使用可能なバッファ記述情報を搬送する。
【０１３２】
　ステップＳ５０～Ｓ５５を有する図１０の方法は、復号ピクチャバッファをリフレッシ
ュさせるためにいかなるバッファ記述情報も必要としないいかなるＩＤＲピクチャも除く
ビデオストリームにおける各ピクチャに対して実行されることが好ましい。
【０１３３】
　図１０のステップＳ５２は、最初の参照ピクチャ又はバッファ記述におけるリスト毎の
最初の参照ピクチャの各々についてのピクチャ識別子情報を決定する。ピクチャ識別子情
報は、最初の参照ピクチャを識別するピクチャ識別子に基づいて決定され、ステップＳ５
１及び符号化される現在のピクチャのピクチャ識別子において提供される。
【０１３４】
　図１１は、図１０における該ステップＳ５２及び後続のステップＳ５３の特定の一実施
形態を示すフローチャートである。方法は、図１０のステップＳ５１から継続する。次の
ステップＳ６０は、最初の参照ピクチャのピクチャ識別子と現在のピクチャのピクチャ識
別子との差分に基づいてデルタ値を算出する。後続のステップＳ６１は、デルタ値の絶対
値に基づいてデルタピクチャ識別子を決定し、ステップＳ６２は、デルタ値の符号に基づ
いて符号識別子を決定する。それにより、最初の参照ピクチャのピクチャ識別子情報は、
デルタピクチャ識別子及び符号識別子を含む。従って、一実施形態において、deltaPOC(0
)=POC(0)-POC(currPic)及びabsolute_delta_poc=|deltaPOC(0)|、並びに符号は、sign(de
ltaPOC(0))を示す。
【０１３５】
　ステップＳ６３は、最初の参照ピクチャを除く各参照ピクチャ（各リストにおける）に
ついてのデルタ値を算出する。該デルタ値は、参照ピクチャのピクチャ識別子とリスト順
序に従って先行の参照ピクチャ（リストにおける）を識別するピクチャ識別子との差分に
基づいて算出される。特定の一実施形態において、該デルタ値は、参照ピクチャ番号ｉに
対してdeltaPOC(i)=POC(i)-POC(i-1)として計算される。
【０１３６】
　後続のステップＳ６４は、参照ピクチャについてのデルタピクチャ識別子を決定する。
該デルタピクチャ識別子は、ステップＳ６３で算出されたデルタ値とリスト順序に従って
先行の参照ピクチャに対して決定されたデルタピクチャ識別子との差分又はリスト順序に
従って先行の参照ピクチャに対して決定されたデルタピクチャ識別子とデルタ値との和に
基づいて決定される。差分又は和を使用することを選択することは、一実施形態において
、符号化器及び復号器が参照ピクチャを昇順又は降順で編成するように構成されるかに依
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存する。従って、一実施形態において、absolute_delta_poc(i)=deltaPOC(i)±absolute_
delta_poc(i-1)である。
【０１３７】
　従って、ステップＳ６３及びＳ６４は、それぞれの最初の参照ピクチャを除くリスト毎
の各参照ピクチャに対して実行され、これは線Ｌ７により概略的に示される。
【０１３８】
　その後、図１０のステップＳ５４に進む。
【０１３９】
　図１２は、図１０のステップＳ５１～Ｓ５３の特定の一実施形態を示すフローチャート
である。方法は、図１０のステップＳ５０から継続する。次のステップＳ７０は、出力順
序等の規定の順序に従って現在のピクチャに先行する図１０のステップＳ５０で決定され
たいずれかの参照ピクチャを識別するピクチャ識別子の第１のリストを提供する。同様に
ステップＳ７１は、規定の順序に従って現在のピクチャに後続する図１０のステップＳ５
０で決定されたいずれかの参照ピクチャを識別するピクチャ識別子の第２のリストを提供
する。従って、ステップＳ７０は、第１のリストにおける要素、即ちピクチャ識別子の番
号を提供し、同様にステップＳ７１は、第２のリストにおける要素の番号を提供する。
【０１４０】
　ステップＳ７０及びＳ７１は、いずれかの順序で逐次的に又は少なくとも部分的に並列
に実行されてよい。
【０１４１】
　次のステップＳ７２は、現在のピクチャのピクチャ識別子と第１のリストにおける最初
の参照ピクチャのピクチャ識別子との差分に基づいて、第１のリストにおける最初の参照
ピクチャについてのデルタピクチャ識別子を決定する。特定の一実施形態において、ステ
ップＳ７２は、absolute_delta_pocA(0)=POC(currPic)-POCA(0)を決定する。同様にステ
ップＳ７３は、第２のリストにおける最初の参照ピクチャのピクチャ識別子と現在のピク
チャのピクチャ識別子との差分に基づいて、第２のリストにおける最初の参照ピクチャの
ピクチャ識別子についてのデルタピクチャ識別子を決定する。特定の一実施形態において
、ステップＳ７３は、absolute_delta_pocB(0)=POCB(0)-POC(currPic)を決定する。
【０１４２】
　ステップＳ７２及びＳ７３は、いずれかの順序で逐次的に又は少なくとも部分的に並列
に実行されてよい。
【０１４３】
　ステップＳ７４は、第１のリストにおける最初の参照ピクチャを除く第１のリストにお
ける残りの参照ピクチャの各々に対して実行され、これは線Ｌ８により概略的に示される
。ステップＳ７４は、第１のリスト順序に従って第１のリストにおける先行の参照ピクチ
ャのピクチャ識別子と参照ピクチャのピクチャ識別子との差分に基づいてデルタピクチャ
識別子を決定する。特定の一実施形態において、ステップＳ７４は、absolute_delta_poc

A(i)=POCA(i-1)-POCA(i)を決定する。同様にステップＳ７５は、第２のリストにおける最
初の参照ピクチャを除く第２のリストにおける残りの参照ピクチャの各々に対して実行さ
れ、これは線Ｌ９により概略的に示される。ステップＳ７５は、現在のピクチャを識別す
るピクチャ識別子と第２のリスト順序に従って第２のリストにおける先行の参照ピクチャ
のピクチャ識別子との差分に基づいてデルタピクチャ識別子を決定する。特定の一実施形
態において、ステップＳ７５は、absolute_delta_pocB(i)=POCB(i)-POCB(i-1)を決定する
。その後、参照ピクチャに対して決定されたピクチャ識別子情報は、デルタピクチャ識別
子を含む。
【０１４４】
　一実施形態において、ステップＳ７０、Ｓ７２、Ｓ７４は第１のリストに関連するサブ
処理を形成し、ステップＳ７１、Ｓ７３、Ｓ７５は第２のリストに関連する別のサブ処理
を形成する。その後２つのサブ処理は、いずれかの順序で逐次的に又は少なくとも部分的
に並列に実行されてよい。
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【０１４５】
　図８に関連して上述したように、少なくとも１つの参照ピクチャの明示的なピクチャ識
別子を含むリスト又は現在のピクチャのピクチャ識別子を使用するがバッファ記述におけ
る先行の参照ピクチャピクチャを全く参照せずにこのようなピクチャ識別子の計算を可能
にする情報が使用可能である。図１３は、符号化器と関連して該方法を示す。方法は、図
１０のステップＳ５４から継続する。次のステップＳ８０は、それぞれの参照ピクチャの
少なくとも１つのピクチャ識別子を含むリストを提供する。該リストは、少なくとも１つ
のピクチャ識別子をバッファ記述から決定されるピクチャ識別子に追加して適切な参照ピ
クチャの最後のピクチャ識別子を形成することにより、バッファ記述を変更するために使
用されるように構成される。該リストは、ピクチャの符号化表現のスライスヘッダ、符号
化表現の別の制御情報フィールド、あるいはピクチャの符号化表現と関連付けられたＰＰ
Ｓ又はＳＰＳに挿入されうる。
【０１４６】
　図１５は、一実施形態に係る復号器１００を示す概略ブロック図である。復号器１００
は、複数のピクチャのビデオストリームのピクチャの符号化表現を復号するように構成さ
れる。復号器１００は、ピクチャ識別子を規定するバッファ記述を識別するバッファ記述
情報をピクチャの符号化表現から取得するように構成されたデータ取得器１１０を備える
。ピクチャ識別子決定器１２０は、参照ピクチャについてのバッファ記述からデータ取得
器１１０により取得されたピクチャ識別子情報に基づいてバッファ記述において規定され
た参照ピクチャ及びバッファ記述におけるリスト順序に従って参照ピクチャに先行する参
照ピクチャを識別するピクチャ識別子を決定するように構成される。復号器１００は、ピ
クチャ識別子決定器１２０により決定されたピクチャ識別子に基づいて、復号器１００の
あるいは復号器１００に関連付けられた復号ピクチャバッファを更新するように構成され
たバッファマネージャ１３０も備える。
【０１４７】
　特定の一実施形態において、ピクチャ識別子決定器１１０は、リストにおけるリスト順
序に従って最初の参照ピクチャを除くバッファ記述におけるリストの各参照ピクチャにつ
いてのピクチャ識別子を決定するように構成される。ピクチャ識別子は、上述したように
、参照ピクチャ及びリストにおけるリスト順序に従って参照ピクチャに先行するいずれか
の参照ピクチャについてのバッファ記述からデータ取得器１１０により取得されたピクチ
ャ識別子情報に基づいて決定される。
【０１４８】
　ピクチャ識別子決定器１２０は、リスト順序に従って最初の参照ピクチャを識別するピ
クチャ識別子を決定するようにさらに構成されることが好ましい。ピクチャ識別子決定器
１２０は、最初の参照ピクチャについてのバッファ記述からデータ取得器１１０により取
得されたピクチャ識別子情報及び復号器１００により復号される現在のピクチャのピクチ
ャ識別子に基づいて該ピクチャ識別子を決定する。
【０１４９】
　特定の一実施形態において、データ取得器１１０は、バッファ記述から最初の参照ピク
チャについてのデルタピクチャ識別子及び符号識別子を取得するように構成される。この
ようなケースでは、ピクチャ識別子決定器１２０は、現在のピクチャのデルタピクチャ識
別子、符号識別子及びピクチャ識別子に基づいて最初の参照ピクチャのピクチャ識別子を
算出するように構成される。
【０１５０】
　図１６は、図１５のピクチャ識別子決定器１２０の一実現例を示す概略ブロック図であ
る。ピクチャ識別子決定器１２０は、図１５のデータ取得器１１０により取得された符号
識別子及びデルタピクチャ識別子に基づいて最初の参照ピクチャについてのデルタ値delt
aPOC(0)=sign×absolute_delta_poc(0)を算出するように構成されたデルタ計算器１２２
を備える。その後識別子計算器１２４は、ピクチャ識別子をPOC(0)=POC(currPic)+deltaP
OC(0)として計算する。
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【０１５１】
　データ取得器１１０は、本実施形態において、少なくとも１つのリストにおける（それ
ぞれの）最初の参照ピクチャを除くバッファ記述において規定された少なくとも１つのリ
ストの各参照ピクチャ番号ｉについてのそれぞれのデルタピクチャ識別子をバッファ記述
から取得するように構成される。その後、図１６のデルタ計算器１２２は、バッファ記述
が少なくとも１つのリストにおける参照ピクチャを昇順で規定する場合にはdeltaPOC(i)=
deltaPOC(i-1)+absolute_delta_poc(i)として又はバッファ記述が少なくとも１つのリス
トにおける参照ピクチャを降順で規定する場合にはdeltaPOC(i)=deltaPOC(i-1)-absolute
_delta_poc(i)としてデルタ値を計算するように構成される。特定の順序は、復号器１０
０において事前設定されることが好ましい。
【０１５２】
　識別子計算器１２４は、参照ピクチャ番号ｉのピクチャ識別子をPOC(i)=POC(currPic)+
deltaPOC(i)として計算するように構成される。
【０１５３】
　特定の一実施形態において、バッファ記述は、参照ピクチャの第１のリスト及び参照ピ
クチャの第２のリストを規定する。ピクチャ識別子決定器１２０は、第１のリストにおけ
る最初の参照ピクチャについてのバッファ記述からデータ取得器１１０により取得された
デルタピクチャ識別子及び現在のピクチャのピクチャ識別子に基づいて、第１のリストに
おける最初の参照ピクチャのピクチャ識別子を算出するように構成された第１の識別子計
算器１２６を備えることが好ましい。ピクチャ識別子は、POCA(0)=POC(currPic)-absolut
e_delta_pocA(0)として計算されることが好ましい。同様に第２の識別子計算器１２８は
、第２のリストにおける最初の参照ピクチャについてのバッファ記述からデータ取得器に
より取得されたデルタピクチャ識別子及び現在のピクチャのピクチャ識別子に基づいて、
第２のリストにおける最初の参照ピクチャを識別するピクチャ識別子を算出するように構
成される。ピクチャ識別子は、POCB(0)=POC(currPic)+absolute_delta_pocB(0)として計
算されることが好ましい。上述の実施形態において、符号なしのデルタピクチャ識別子が
仮定されている。デルタピクチャ識別子が符号付きの値である場合、ピクチャ識別子は、
現在のピクチャのピクチャ識別子と第１のリスト又は第２のリストにおける最初の参照ピ
クチャの符号付きのデルタピクチャ識別子のそれぞれの和として計算される。
【０１５４】
　第１の識別子計算器１２６は、第１のリストにおける最初の参照ピクチャを除く第１の
リストにおける各参照ピクチャ番号ｉについてのピクチャ識別子を算出するようにさらに
構成される。該ピクチャ識別子は、第１のリスト順序に従って第１のリストにおける先行
の参照ピクチャのピクチャ識別子及び参照ピクチャ番号ｉについてのバッファ記述からデ
ータ取得器１１０により取得されたデルタピクチャ識別子に基づいて算出される。特定の
一実施形態において、第１の識別子計算器１２６は、デルタピクチャ識別子が符号なしの
値の場合にPOCA(i)=POCA(i-1)-absolute_delta_pocA(i)として又はデルタピクチャ識別子
が符号付きの値の場合にPOCA(i)=POCA(i-1)+absolute_delta_pocA(i)としてピクチャ識別
子を計算する。
【０１５５】
　同様に第２の識別子計算器１２８は、第２のリストにおける最初の参照ピクチャを除く
第２のリストにおける各参照ピクチャ番号ｉについてのピクチャ識別子を算出するように
構成される。ピクチャ識別子は、第２のリスト順序に従って第２のリストにおける先行の
参照ピクチャのピクチャ識別子及び参照ピクチャ番号ｉについてのバッファ記述からデー
タ取得器１１０により取得されたデルタピクチャ識別子に基づいて算出される。特定の一
実施形態において、第２の識別子計算器１２８は、ピクチャ識別子をPOCB(i)=POCB(i-1)+
absolute_delta_pocB(i)として計算する。デルタピクチャ識別子は、符号なしの値又は符
号付きの値である。
【０１５６】
　ピクチャの符号化表現により搬送されたバッファ記述情報は、現在のピクチャ及びビデ
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オストリームのいずれかの後続のピクチャを復号するために復号ピクチャバッファに存在
する必要のあるのはどの参照ピクチャであるかを識別するために使用される。それにより
、バッファ記述情報は、正確な参照ピクチャを格納するように復号ピクチャバッファを更
新することを必要とされる復号器１００に情報を提供する。
【０１５７】
　好適な方法において、バッファマネージャ１３０は、復号ピクチャバッファに格納され
るがバッファ記述からのピクチャ識別子のいずれとも関連付けられない全ての参照ピクチ
ャを参照のために未使用のものとしてマーク付けするように構成される。復号ピクチャバ
ッファに存在し且つバッファ記述からのピクチャ識別子のうちのいずれかと関連付けられ
た参照ピクチャは、代わりに参照のために使用済みのものとしてマーク付けされることが
好ましい。
【０１５８】
　復号器１００のバッファマネージャ１３０は、復号器１００が現在のピクチャを復号す
る前にいずれかの参照ピクチャをマーク付けするように構成されることが好ましい。
【０１５９】
　特定の一実施形態において、復号器１００は、復号器１００が現在のピクチャを復号す
る前に表示するために復号ピクチャバッファからゼロ以上のピクチャを出力するように構
成される。特定の一実施形態において、復号器１００は、バッファマネージャ１３０によ
り参照のために未使用のものとしてマーク付けされたいずれかの参照ピクチャを出力する
。
【０１６０】
　バッファマネージャ１３０が復号ピクチャバッファを更新すると、復号器１００は、ピ
クチャ及び更新された復号ピクチャバッファに格納された少なくとも１つの参照ピクチャ
に基づいて、ピクチャ、即ちビデオペイロードデータを復号できる。
【０１６１】
　バッファ記述情報は、ピクチャの符号化表現の制御情報において提供されることが好ま
しい。例えばデータ取得器１１０は、ピクチャの符号化表現のスライスヘッダからバッフ
ァ記述情報を取得するように構成されてよい。このようなケースでは、ピクチャのいずれ
かの残りのスライスヘッダが同一のバッファ記述情報を搬送することが好ましいため、バ
ッファ記述情報は、現在のピクチャに対して受信された第１のスライスヘッダから取得さ
れることが好ましい。
【０１６２】
　特定の一実施形態において、バッファ記述情報は、上述のピクチャ識別子情報を有する
バッファ記述を構成する。それにより、該データは、ピクチャの符号化表現からデータ取
得器１１０により直接取得される。
【０１６３】
　別の一実施形態において、バッファ記述情報はバッファ記述の識別子である。それによ
り、データ取得器１１０は、ピクチャの符号化表現から識別子を取得し、ピクチャの符号
化表現に対して使用するための正確なバッファ記述を識別するためにそれを使用する。そ
の後識別子は、複数の予め定義されたバッファ記述を含むデータ構造又は表におけるエン
トリについての識別子であってよい。該データ構造は、ビデオストリームに関連付けられ
た制御データにより搬送されてよく、例えばＰＰＳ又はＳＰＳにおいて提供されてよい。
このようなケースでは、バッファ記述情報は、データ構造におけるエントリの識別子、並
びにデータ構造を搬送する特定のＰＰＳ又はＳＰＳを識別できるＰＰＳ及び／又はＳＰＳ
識別子を含むことが好ましい。
【０１６４】
　特定の一実施形態において、復号器１００は、それぞれの参照ピクチャの少なくとも１
つのピクチャ識別子を含むリストを提供するように構成されたリスト提供器１４０を備え
る。該ピクチャ識別子は、固定長符号において且つバッファ記述におけるいかなる先行の
参照ピクチャも参照せずに符号化されることが好ましい。それにより、該リストは、先行
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の参照ピクチャ識別子に対して符号化及び復号されるバッファ記述の少なくとも１つのリ
ストにおける参照ピクチャとはかなり異なるピクチャ識別子を有するいずれかの奇数の参
照ピクチャのピクチャ識別子を含むことができる。
【０１６５】
　リスト提供器により提供された、例えばスライスヘッダ又は実際にはバッファ記述にお
ける独立リストから取得された少なくとも１つのピクチャ識別子は、バッファ記述を変更
するためにバッファ記述変更器１５０により使用される。従って、少なくとも１つのピク
チャ識別子は、バッファ記述により規定されたピクチャ識別子に追加される。
【０１６６】
　復号器は、ソフトウェアで少なくとも部分的に実現可能である。図１７に示されるよう
なこのような一実施形態において、復号器３００は、ビデオストリームの複数のピクチャ
の符号化表現を受信するように構成された入力部３１０を備える。復号器３００は、メモ
リ３４０に格納されたコンピュータプログラムのコード手段を処理するように構成された
プロセッサ３３０も備える。コード手段は、プロセッサ３３０上で実行された時に、複数
の参照ピクチャを規定するバッファ記述を識別するバッファ記述情報をピクチャの符号化
表現からプロセッサ３３０に取得させる。さらにコード手段は、参照ピクチャ及びバッフ
ァ記述におけるリスト順序に従って参照ピクチャに先行する先行の参照ピクチャについて
のバッファ記述情報から取得されたピクチャ識別子情報に基づいて、参照ピクチャを識別
するピクチャ識別子をプロセッサ３３０に決定させる。参照ピクチャは、ビデオストリー
ムにおけるピクチャ及び／又は後続のピクチャについての復号参照として使用される。さ
らにプロセッサ３３０は、ピクチャ識別子に基づいて復号ピクチャバッファ３３０を更新
するようにされる。復号器３００は、ビデオストリームの復号ピクチャを出力するように
構成された出力部３２０も備える。
【０１６７】
　プロセッサ３３０は、中央処理装置（ＣＰＵ：central processing unit）等の汎用又
は専用のコンピュータ、プロセッサ又はマイクロプロセッサであってよい。ソフトウェア
は、少なくとも図１５のデータ取得器１１０、ピクチャ識別子決定器１２０、及びバッフ
ァマネージャ１３０の動作を実施するコンピュータプログラムコード要素又はソフトウェ
アコード部分を含む。
【０１６８】
　プログラムは、ＲＡＭ等の１つ以上の適切な揮発性コンピュータ可読媒体又はデータ格
納手段、あるいは磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤディスク、ハードディスク等の１
つ以上の不揮発性コンピュータ可読媒体又はデータ格納手段上あるいはそれらに、ＲＯＭ
又はフラッシュメモリに全てあるいは部分的に格納されてもよい。データ格納手段は、ロ
ーカルデータ格納手段であってよく、あるいはデータサーバ等にリモートで提供される。
従って、ソフトウェアは、コンピュータの動作メモリ又はプロセッサにより実行するため
の同等の処理システムにロードされてもよい。コンピュータ／プロセッサは、上述の機能
を実行することだけに専念する必要はなく、他のソフトウェアタスクも実行してもよい。
復号器３００を規定するために使用されたプログラムコードの例は単一命令多重データ（
ＳＩＭＤ：single instruction multiple data）コードを含むが、それに限定されない。
【０１６９】
　あるいは、復号器はハードウェアで実現されてよい。図１５における復号器１００のユ
ニット１１０～１５０の機能を実現するために使用及び組み合わせ可能な回路網素子の多
くの変形例がある。このような変形例は実施形態により含まれる。復号器１００のハード
ウェアの実現例の特定の例は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：digital signal proce
ssor）ハードウェア、並びに汎用電子回路網及び特定用途向け回路網の双方を含む集積回
路技術において実現される。
【０１７０】
　実施形態の一態様によれば、図１４に示されるような受信機２００が提供される。受信
機２００は、ビデオストリームの複数のピクチャの符号化表現を受信するように構成され
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た入力部２１０を備える。符号化表現は、実施形態に係るバッファ記述情報を搬送する。
符号化表現は、複数のピクチャの符号化表現を復号するように構成される図１５又は図１
７に示されるような復号器１００に転送される。受信機２００の出力部２２０は、ビデオ
ストリームの復号ピクチャを出力するように構成される。受信機２００は、ピクチャを復
号する際に復号器１００により使用される参照ピクチャを格納する復号ピクチャバッファ
２３０も備える。
【０１７１】
　図１９は、一実施形態に係る符号化器４００を示す概略ブロック図である。符号化器４
００は、複数のピクチャのビデオストリームのピクチャをピクチャの符号化表現に符号化
するように構成される。符号化器４００は、ビデオストリームの複数の参照ピクチャをビ
デオストリームにおけるピクチャ及び／又はいずれかの後続のピクチャについての符号化
参照として決定するように構成された参照ピクチャ決定器４１０を備える。符号化器４０
０のピクチャ識別子提供器４２０は、参照ピクチャ決定器４１０により決定された各参照
ピクチャのそれぞれのピクチャ識別子を提供するように構成される。ピクチャ識別子提供
器４２０により提供されたピクチャ識別子は、関連付けられた参照ピクチャを識別する。
【０１７２】
　符号化器４００は、リスト順序に従って最初の参照ピクチャを除く参照ピクチャ決定器
４１０により決定された参照ピクチャの少なくとも一部の各参照ピクチャについてのピク
チャ識別子情報を決定するように構成された情報決定器４３０も備える。ピクチャ識別子
情報は、参照ピクチャのピクチャ識別子及びリスト順序に従って先行の参照ピクチャのピ
クチャ識別子に基づいて決定される。バッファ記述情報生成器４４０は、決定されたピク
チャ識別子情報に基づいてバッファ記述情報を生成するように構成される。バッファ記述
情報生成器４４０により生成されたバッファ記述情報は、参照ピクチャ決定器４１０によ
り決定された複数の参照ピクチャを規定するバッファ記述を識別する。
【０１７３】
　データ挿入器４５０は、バッファ記述情報生成器４４０により生成されたバッファ記述
情報を現在のピクチャの符号化表現に挿入するように符号化器４００において実現される
。従って、現在のピクチャについてのビデオストリームの符号化ビットストリームは、バ
ッファ記述情報を搬送する。これは、現在のピクチャについての復号ピクチャバッファを
更新することでピクチャの符号化表現を復号できるようにするために復号器により必要と
される関連情報、即ちピクチャ識別子を規定するバッファ記述情報をピクチャの符号化表
現が搬送することを意味する。
【０１７４】
　情報決定器４３０は、リスト順序に従って最初の参照ピクチャについてのピクチャ識別
子情報を決定するようにさらに構成されることが好ましい。その後、該ピクチャ識別子情
報は、最初の参照ピクチャのピクチャ識別子及び現在のピクチャのピクチャ識別子に基づ
いて決定される。
【０１７５】
　図２０は、図１９の情報決定器４３０の特定の一実現例を示す。情報決定器４３０は、
deltaPOC(0)=POC(0)-POC(currPic)等の最初の参照ピクチャのピクチャ識別子と現在のピ
クチャのピクチャ識別子との差分に基づいてデルタ値を算出するように構成されたデルタ
計算器４３２を備えることが好ましい。その後デルタ識別子決定器４３４は、absolute_d
elta_poc(0)=|deltaPOC(0)|等のデルタ値の絶対値に基づいてデルタピクチャ識別子を決
定するように構成される。符号識別子決定器４６３は、デルタ値の符号に基づいて符号識
別子を決定するように構成され、例えば、符号はsign(deltaPOC(0))を示す。その後、最
初の参照ピクチャのピクチャ識別子情報は、デルタピクチャ識別子及び符号識別子を含む
。
【０１７６】
　バッファ記述は、各々がそれぞれの最初の参照ピクチャを有する参照ピクチャの少なく
とも１つのリストを含むことが好ましい。このようなケースでは、デルタピクチャ識別子



(37) JP 5624693 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

及び符号識別子は、最初の参照ピクチャの各々に対して決定されうる。あるいは、デルタ
ピクチャ識別子及び符号識別子は、第１のリストの最初の参照ピクチャに対して決定され
るのに対し、第２のリストの最初の参照ピクチャは、ピクチャ識別子情報としてデルタピ
クチャ識別子のみを含み、その後該最初の参照ピクチャは、第１のリストの最初の参照ピ
クチャについての符号と比較して反対符号を使用する。
【０１７７】
　その後デルタ計算器４３２は、それぞれの最初の参照ピクチャを除く少なくとも１つの
リストの各参照ピクチャ番号ｉについてのデルタ値を算出するように構成されることが好
ましい。デルタ値は、参照ピクチャのピクチャ識別子及びリスト順序に従って先行の参照
ピクチャを識別するピクチャ識別子に基づいて、好ましくはdeltaPOC(i)=POC(i)-POC(i-1
)等のこれらのピクチャ識別子間の差分に基づいて算出される。その後デルタ識別子４３
４は、デルタ値及び先行の参照ピクチャに対して決定されたデルタピクチャ識別子に基づ
いて参照ピクチャ番号ｉについてのデルタピクチャ識別子を決定するように構成される。
特定の一実施形態において、デルタ識別子決定器４３４は、absolute_delta_poc(i)=delt
aPOC(i)-absolute_delta_poc(i-1)等のデルタ値と先行のデルタピクチャ識別子との差分
に基づいてデルタピクチャ識別子を決定するように構成される。あるいは、デルタ識別子
決定器４３４は、absolute_delta_poc(i)=deltaPOC(i)+absolute_delta_poc(i-1)等のデ
ルタ値と先行のデルタピクチャ識別子との和に基づいてデルタピクチャ識別子を決定する
ように構成される。これらの代替例のうちのどちらを使用するかは、リストが参照ピクチ
ャを昇順又は降順で順序付けするかに依存し、符号化器４００において事前設定されるこ
とが好ましい。
【０１７８】
　特定の一実施形態において、ピクチャ識別子提供器４２０は、出力順序等の規定の順序
に従って現在のピクチャに先行する参照ピクチャのピクチャ識別子の第１のリストを提供
するように構成される。ピクチャ識別子提供器４２０は、出力順序等の規定の順序に従っ
て現在のピクチャに後続する参照ピクチャのピクチャ識別子の第２のリストを提供するよ
うにさらに構成される。
【０１７９】
　その後デルタ識別子決定器４３４は、第１のリスト順序に従って第１のリストにおける
最初の参照ピクチャを除く第１のリストにおける各参照ピクチャ番号ｉについてのデルタ
ピクチャ識別子を決定するように構成されることが好ましい。デルタピクチャ識別子は、
absolute_delta_pocA(i)=POCA(i-1)-POCA(i)等の第１のリスト順序に従って第１のリスト
における先行の参照ピクチャのピクチャ識別子と参照ピクチャを識別するピクチャ識別子
との差分に基づいて決定されることが好ましい。デルタ識別子決定器４３４は、第２のリ
スト順序に従って第２のリストにおける最初の参照ピクチャを除く第２のリストにおける
各参照ピクチャ番号ｉについてのデルタピクチャ識別子も決定する。デルタピクチャ識別
子は、absolute_delta_pocB(i)=POCB(i)-POCB(i-1)等の参照ピクチャの識別子と第２のリ
スト順序に従って第２のリストにおける先行の参照ピクチャを識別するピクチャ識別子と
の差分に基づいて決定されることが好ましい。別の方法において、符号付きのデルタピク
チャ識別子は、本明細書において上述したようにデルタ識別子決定器４３４により決定さ
れる。
【０１８０】
　デルタ識別子決定器４３０は、absolute_delta_pocA(0)=POC(currPic)-POCA(0)等の現
在のピクチャのピクチャ識別子と第１のリストにおける最初の参照ピクチャのピクチャ識
別子との差分に基づいて、第１のリストにおける最初の参照ピクチャについてのデルタピ
クチャ識別子を決定するようにさらに構成されることが好ましい。デルタ識別子決定器４
３０は、absolute_delta_pocB(0)=POCB(0)-POC(currPic)等の第２のリストにおける最初
の参照ピクチャのピクチャ識別子と現在のピクチャのピクチャ識別子との差分に基づいて
、第２のリストにおける最初の参照ピクチャについてのデルタピクチャ識別子も決定する
。
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【０１８１】
　図１９の符号化器４００は、それぞれの参照ピクチャの少なくとも１つのピクチャ識別
子を含むリストを提供するように構成されたリスト提供器４６０を選択的に備える。該リ
ストは、本明細書において上述したように現在のピクチャに対して生成されたバッファ記
述情報により識別されたバッファ記述を変更するために復号器により使用される。
【０１８２】
　好適な一実施形態において、データ挿入器４５０は、バッファ記述情報をピクチャの符
号化表現のそれぞれのスライスヘッダに挿入するように構成される。このようなケースで
は、現在のピクチャの各スライスヘッダは、同一のバッファ記述情報を搬送することが好
ましい。これにより、ピクチャの別のスライスが偶然損失された場合であっても、所定の
スライスを復号できるようになる。
【０１８３】
　ピクチャの符号化表現における制御情報のうちの他の位置も、本明細書において上述し
たようにバッファ記述情報を搬送するために可能である。
【０１８４】
　ピクチャの符号化表現は、例えばスライスヘッダにおけるバッファ記述情報として情報
決定器４３０により決定されたピクチャ識別子情報を搬送できる。これにより、ピクチャ
の符号化表現におけるバッファ記述の明示的な信号伝送を提供する。
【０１８５】
　別の一実施形態において、符号化器４００は、複数の予め定義されたバッファ記述を含
むデータ構造を生成するように構成される。それにより、このような予め定義されたバッ
ファ記述の各々は参照ピクチャを規定する。それにより、データ構造は、ピクチャの復号
の間に使用されるバッファ記述を提供するために、ビデオストリームにおける複数のピク
チャに対して使用可能である。それにより、バッファ記述情報生成器４４０は、現在のピ
クチャに対してピクチャ識別子提供器４２０により提供されたピクチャ識別子に基づいて
データ構造のバッファ記述を選択するように構成される。それにより、ピクチャ識別子を
正確に一致させるバッファ記述が選択され、バッファ記述情報生成器４４０により生成さ
れたバッファ記述情報は、選択されたバッファ記述の識別子を含む。
【０１８６】
　その後データ構造は、ＰＰＳ又はＳＰＳ等のビデオストリームの符号化表現と関連付け
られた制御情報フィールドに挿入されうる。関連制御情報の識別子、即ちＰＰＳ識別子又
はＳＰＳ識別子（ひいては適切なＳＰＳについてのＳＰＳ識別子を含むＰＰＳについての
ＰＰＳ識別子の形態でありうる）は、スライスヘッダ等の現在のピクチャの符号化表現の
制御情報に含まれることが好ましい。一実施形態において、それにより、スライスヘッダ
又は他の制御情報フィールドは、制御情報識別子及び選択されたバッファ記述の識別子を
バッファ記述情報として搬送する。
【０１８７】
　符号化器は、ソフトウェアで少なくとも部分的に実現可能である。図２１に示されるよ
うなこのような一実施形態において、符号化器６００は、ビデオストリームの複数のピク
チャを入力するように構成された入力部６１０を備える。符号化器６００は、メモリ６４
０に格納されたコンピュータプログラムのコード手段を処理するように構成されたプロセ
ッサ６３０も備える。コード手段は、プロセッサ６３０上で実行された時に、ビデオスト
リームのピクチャに対して、ビデオストリームの参照ピクチャをビデオストリームにおけ
るピクチャ及び／又は後続のピクチャについての符号化参照としてプロセッサ６３０に決
定させる。さらにプロセッサ６３０は、各参照ピクチャに対して参照ピクチャを識別する
ピクチャ識別子を提供し、且つリスト順序に従って最初の参照ピクチャを除く決定された
参照ピクチャの少なくとも一部の各参照ピクチャに対して、参照ピクチャのピクチャ識別
子及びリスト順序に従って先行の参照ピクチャのピクチャ識別子に基づいてピクチャ識別
子情報を決定するようにされる。またプロセッサ６３０は、ピクチャ識別子情報に基づい
て参照ピクチャを規定するバッファ記述を識別するバッファ記述情報を生成するようにさ
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れる。さらにプロセッサ６３０は、バッファ記述情報をピクチャの符号化表現に挿入する
ようにされる。符号化器６００は、ピクチャの符号化表現を出力するように構成された出
力部６２０も備える。
【０１８８】
　プロセッサ６３０は、中央処理装置（ＣＰＵ）等の汎用又は専用のコンピュータ、プロ
セッサ又はマイクロプロセッサであってよい。ソフトウェアは、少なくとも図１９の参照
ピクチャ決定器４１０、ピクチャ識別子提供器４２０、情報決定器４３０、バッファ記述
情報生成器４４０及びデータ挿入器４５０の動作を実施するコンピュータプログラムコー
ド要素又はソフトウェアコード部分を含む。
【０１８９】
　プログラムは、ＲＡＭ等の１つ以上の適切な揮発性コンピュータ可読媒体又はデータ格
納手段、あるいは磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤディスク、ハードディスク等の１
つ以上の不揮発性コンピュータ可読媒体又はデータ格納手段上あるいはそれらに、ＲＯＭ
又はフラッシュメモリに全てあるいは部分的に格納されてもよい。データ格納手段は、ロ
ーカルデータ格納手段であってよく、あるいはデータサーバ等にリモートで提供される。
従って、ソフトウェアは、コンピュータの動作メモリ又はプロセッサにより実行するため
の同等の処理システムにロードされてもよい。コンピュータ／プロセッサは、上述の機能
を実行することだけに専念する必要はなく、他のソフトウェアタスクも実行してもよい。
符号化器６００を規定するために使用されたプログラムコードの例は単一命令多重データ
（ＳＩＭＤ）コードを含むが、それに限定されない。
【０１９０】
　あるいは、符号化器はハードウェアで実現されてよい。図１９における符号化器４００
のユニット４１０～４６０の機能を実現するために使用及び組み合わせ可能な回路網素子
の多くの変形例がある。このような変形例は実施形態により含まれる。符号化器４００の
ハードウェアの実現例の特定の例は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）ハードウェア、
並びに汎用電子回路網及び特定用途向け回路網の双方を含む集積回路技術において実現さ
れる。
【０１９１】
　実施形態の一態様によれば、図１８に示されるような送信機５００が提供される。送信
機５００は、ビデオストリームの複数のピクチャ１０を受信するように構成された入力部
５１０を備える。ピクチャ１０は、複数のピクチャ１０を符号化し、複数のピクチャの符
号化表現の各々を生成するように構成される図１９又は図２１に示されるような符号化器
４００に転送される。送信機５００の出力部５２０は、複数のピクチャのそれぞれの符号
化表現を実施形態のバッファ記述情報を搬送する符号化ビットストリームとして出力する
ように構成される。
【０１９２】
　付録
　本発明の付録は、提案された２つの実施形態の構文を提示する。
【０１９３】
実施形態１



(40) JP 5624693 B2 2014.11.12

10

20

30

40
【０１９４】
実施形態２
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【０１９５】
　上述の実施形態は、本発明のいくつかの説明的な例として理解されるべきである。本発
明の範囲から逸脱せずに、種々の変形、組合せ及び変更が実施形態に対して行なわれても
よいことは、当業者には理解されるだろう。特に、異なる実施形態における異なる部分の
解決策は、技術的に可能な場合には他の構成で組み合わせ可能である。しかしながら、本
発明の範囲は、添付の特許請求の範囲により規定される。
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